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梧

　
　
　
　
　
　
　
　

緒
言

　

清
代
中
国
で
は
、「
戸
婚
田
土
細
案
」
と
呼
ば
れ
る
家
族
関
係
や
財
産
問
題
と
い
っ
た
民
事
及
び
軽
微
な
刑
事
事
案
の
解
決
に
お
い
て
、

エ
リ
ー
ト
で
あ
る
紳
士
層
や
一
般
民
衆
及
び
彼
等
で
構
成
さ
れ
る
郷
約
・
地
保
・
保
甲
と
い
っ
た
在
地
の
役
職
や
組
織
、
血
縁
に
よ
る
結

び
付
き
で
あ
る
宗
族
、
あ
る
い
は
商
人
等
か
ら
成
る
同
業
者
組
織
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
紛
争
解
決
（
あ
る
い
は
民
間
調
停
）
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（
一
）。

そ
し
て
民
間
に
よ
る
解
決
と
国
家
の
法
廷
に
よ
る
裁
判
と
の
関
係

を
巡
っ
て
、
日
本
国
内
外
で
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
一
時
は
仁
井
田
陞
氏
を
始
め
と
し
て
、
国
家
の
法
廷
は
本
格
的
な
刑
事

案
件
で
あ
る
「
命
盗
重
案
」
を
専
ら
扱
い
、「
細
案
」
に
ほ
と
ん
ど
関
与
し
な
か
っ
た
と
す
る
「
民
間
処
理
説
」
が
有
力
と
も
な
っ
た
が（
二
）、

中
村
茂
夫
氏
等
の
研
究
に
よ
り
こ
れ
は
否
定
さ
れ（
三
）、

現
在
で
は
概
ね
国
家
の
法
廷
と
そ
の
時
々
で
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
な
さ
れ
る
民
間
の
紛
争

解
決
の
い
ず
れ
も
が
決
定
的
な
能
力
は
な
く
、
お
互
い
が
組
み
合
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
不
足
を
相
互
補
完
し
な
が
ら
紛
争
の
解
決
を
目
指
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し
た
と
い
う
説
に
落
ち
着
い
た
と
言
え
よ
う（
四
）。

　

一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
前
近
代
中
国
法
制
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
仕
組
み
が
近
代
法
制
の
導
入
以
後
に
い
か
な
る
方
向
へ
と
向
か
っ
た

の
か
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
中
で
も
二
〇
世
紀
初
期
に
清
朝
が
近
代
法
制
を
導
入
し
始
め
た
時
期
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
解
明

さ
れ
て
い
な
い（
五
）。

　

そ
の
原
因
は
、
清
末
〜
中
華
民
国
期
の
法
制
度
研
究
自
体
が
近
年
ま
で
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
方
面
の
研
究
が
進
展
す

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
裁
判
所
や
訴
訟
法
と
い
っ
た
裁
判
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
研
究
が
優
先
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
が
、
何
よ
り
民
間
に
よ
る
紛
争
解
決
に
関
す
る
準
拠
法
令
の
不
存
在
が
大
き
な
要
因
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
末
に

草
案
が
作
成
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
は
、
モ
デ
ル
と
し
た
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
影
響
に
よ
り
調
停
制
度
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
な
か
っ

た（
六
）の

で
あ
る
。
こ
れ
は
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
等
を
目
指
す
目
的
で
行
わ
れ
た
清
朝
末
期
の
法
制
近
代
化
に
お
い
て
、
ま
ず
治
安
維
持
を
担

う
刑
事
法
や
裁
判
制
度
の
整
備
・
監
獄
の
改
良
等
へ
力
が
注
が
れ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
法
制
度
改

革
に
携
わ
っ
た
法
律
家
の
著
作
で
も
調
停
の
よ
う
な
紛
争
解
決
制
度
に
関
す
る
言
及
は
極
め
て
乏
し
い（
七
）。　

　

一
方
、
後
の
中
華
民
国
で
は
地
方
に
お
い
て
「
息
訟
会
」
や
「
調
解
委
員
会
」
と
い
っ
た
組
織
の
設
置
が
進
め
ら
れ
、
中
華
人
民
共
和

国
で
は
住
民
が
関
与
す
る
「
人
民
調
解
（
人
民
調
停
）」
な
る
制
度
が
存
在
し
、
現
在
も
主
に
民
事
関
連
の
紛
争
の
解
決
に
お
い
て
正
規

の
裁
判
と
共
に
一
定
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
さ
れ
る（
八
）。

安
易
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
こ
う
し
た
仕
組
み
は
前
近
代
に
お
け
る
紛
争
解

決
と
の
近
代
法
制
導
入
以
後
の
紛
争
解
決
と
の
間
に
何
ら
か
の
連
続
性
や
関
係
性
が
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史

的
沿
革
を
理
解
す
る
上
で
両
者
の
間
に
位
置
す
る
清
代
末
期
の
解
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
近
年
に
お
い
て
は
清
以
前
の
時
代
に
つ
い
て
も
解
明
が
進
み
、
前
近
代
中
国
に
お
け
る
民
間
で
の
紛
争
解
決
の
有
り
様
が
一
層
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具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
他（
九
）、

日
本
あ
る
い
は
西
洋
に
お
け
る
法
廷
以
外
の
場
で
の
調
停
・
仲
裁
等
の
歴
史
や
そ
の
意
義
に

関
す
る
研
究
も
盛
ん
に
な
っ
て
お
り
（
一
〇
）、

比
較
法
の
観
点
か
ら
も
中
国
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
歴
史
や
変
化
が
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
中
国
に
お
い
て
法
制
が
多
く
変
化
し
た
清
代
末
期
に
焦
点
を
当
て
、
当
時
登
場
し
た
「
息
訟
公
所
（
一
一
）」

と
総
称
さ
れ
る

紛
争
解
決
組
織
と
立
憲
政
体
の
要
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
地
方
議
会
に
着
目
し
、
主
に
当
時
の
新
聞
や
雑
誌
及
び
地
方
レ
ベ
ル

の
公
文
書
に
依
拠
し
つ
つ
、
伝
統
法
制
の
終
末
期
す
な
わ
ち
近
代
法
制
の
最
初
期
に
お
け
る
民
間
の
紛
争
解
決
の
あ
り
方
を
制
度
面
か
ら

考
察
す
る
。

　

第
一
章
で
は
、
複
数
の
地
域
に
お
け
る
息
訟
公
所
を
取
り
上
げ
て
制
度
を
概
観
し
、
そ
れ
ら
の
共
通
点
か
ら
、
息
訟
公
所
と
い
う
組
織

の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
で
は
、
天
津
と
上
海
と
い
う
二
つ
の
大
都
市
の
議
会
を
取
り
上
げ
て
紛
争
解
決
に
関
わ
る
規
定
の
内

容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
の
機
能
と
し
て
目
指
さ
れ
て
い
た
紛
争
解
決
の
権
限
に
つ
い
て
解
明
す
る
。
同
時
に
、
地
方
議
会
の

全
国
的
設
置
に
伴
う
見
通
し
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

　

な
お
、
以
下
の
本
文
で
は
主
に
「
紛
争
解
決
」
の
語
を
用
い
、
史
料
原
文
及
び
そ
の
関
連
箇
所
で
は
「
調
停
」
を
表
す
語
を
原
文
の
ま

ま
「
調
処
」
や
「
理
処
」
な
ど
と
表
記
し
て
い
る
他
、
本
稿
引
用
の
史
料
中
、﹇　

﹈
は
筆
者
に
よ
る
注
を
、〔　

〕
は
史
料
を
引
用
す
る

際
の
日
本
語
訳
に
対
応
し
た
原
文
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
章　

清
末
の
紛
争
解
決
組
織
①
―
息
訟
公
所
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本
章
で
は
、
清
末
の
紛
争
解
決
組
織
で
あ
る
息
訟
公
所
の
制
度
と
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
同
公
所
に
対
す
る
当
時
の
評

価
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
　

第
一
節　

各
地
域
の
息
訟
公
所
の
概
要

　

本
節
で
は
、
ま
ず
各
地
の
息
訟
公
所
の
概
要
を
設
置
（
設
置
見
込
み
の
も
の
を
含
む
）
時
期
の
順
に
取
り
上
げ
、
次
に
こ
れ
ら
を
比
較

検
討
し
て
分
析
す
る
。

【
銅
山
県
（
江
蘇
省
徐
州
府
（
一
二
））】

　

・
名
称
：
息
訟
公
所
、
息
訟
局
（
一
三
）

　

・
設
置
者
：
知
県
、
現
地
の
紳
士

　

・
設
置
時
期
：
光
緒
二
九
年
（
西
暦
で
は
概
ね
一
九
〇
三
年
）

　

・
設
置
場
所
：
県
城
に
あ
る
沈
葆
楨
（
一
四
）の

祠
堂
（
沈
公
祠
）

　

・
設
置
目
的
：「
地
方
自
治
」
の
基
を
打
ち
立
て
る
、
立
憲
の
基
礎
で
あ
る
地
方
自
治
（
の
一
環
（
一
五
））

　

・ 

職
員
：
紳
士
が
主
体
。
総
董
（
全
体
の
統
括
）
二
人
、
駐
局
董
事
（
一
六
）（

紛
争
解
決
）
二
人
、
司
書
（
書
類
の
作
成
及
び
そ
の
毎
月
末
の

地
方
官
へ
の
提
出
）
一
人
、
司
計
（
会
計
書
類
の
作
成
と
毎
月
末
の
地
方
官
へ
の
報
告
）
一
人
、
分
班
調
査
者
（
現
地
調
査
）
四
人
。

　

・ 

業
務
：
口
角
（
言
い
争
い
）・
闘
殴
（
殴
り
合
い
）・
婚
姻
・
財
産
等
の
紛
争
の
理
処
。
紛
争
の
原
因
を
当
事
者
と
は
別
に
密
か
に
調

査
し
た
り
、
商
人
に
公
所
へ
の
出
頭
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
。
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・
業
務
時
間
：
毎
日
八
時
〜
一
一
時
・
一
四
時
〜
一
八
時
。
毎
月
一
〇
日
に
は
全
職
員
で
会
議
を
開
く
。

【
昌
平
州
（
直
隷
省
順
天
府
（
一
七
））】　

　

・
名
称
：
息
訟
公
所

　

・
設
置
者
：
知
州
（
な
お
、
事
前
に
直
隷
総
督
袁
世
凱
の
同
意
を
取
得
（
一
八
））

　

・
設
置
時
期
：
一
九
〇
七
年
六
月
五
日
（
光
緒
三
三
年
四
月
二
五
日
）
以
前

　

・
設
置
場
所
：
州
内
を
一
〇
区
に
分
け
て
「
局
所
」
を
設
け
、
各
「
局
所
」
内
に
付
属
施
設
と
し
て
「
息
訟
公
所
」
を
設
置
す
る
。

　

・
職
員
：
正
董
、
副
董
、
経
理
。（
恐
ら
く
州
で
）
選
任
し
て
「
局
所
」
へ
派
遣
し
、「
息
訟
公
所
」
の
業
務
も
併
せ
て
管
轄
さ
せ
る
。

　

・
業
務

　
　

・
州
で
受
理
・
選
別
の
上
で
下
げ
渡
さ
れ
た
田
産
・
銭
債
・
婚
礼
・
葬
儀
等
の
「
細
故
」
案
件
の
理
処
。

　
　

・
紛
争
の
生
じ
た
民
間
人
が
、
自
発
的
に
最
寄
り
の
局
所
へ
赴
き
、
審
理
を
求
め
た
場
合
の
解
決
。

【
余
干
県
（
江
西
省
饒
州
府
（
一
九
））】

　

・
名
称
：
和
平
会

　

・
設
置
者
：
不
詳
（
知
県
の
可
能
性
が
あ
る
）

　

・
設
置
時
期
：
一
九
〇
六
年
九
月
一
三
日
（
光
緒
三
二
年
七
月
二
五
日
）
以
前

　

・
設
置
目
的
：
紛
争
を
解
決
し
、
各
人
が
安
心
し
て
生
業
を
営
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
。
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・
職
員
：
会
に
常
駐
す
る
者
―
総
議
員
（
県
丞
が
兼
任
）、
協
議
員
（
地
元
の
公
正
な
紳
士
）

　
　
　
　
　

県
内
各
村
で
紛
争
解
決
に
当
た
る
者
―
分
董
（
各
村
か
ら
公
挙
さ
れ
た
者
）

　

・
業
務
： 
和
平
会
全
体
と
し
て
、
土
地
・
湖
畔
の
境
界
線
や
そ
れ
に
絡
む
農
業
・
漁
業
問
題
、
飢
饉
発
生
時
の
紛
争
・
土
地
や
家
屋
の

売
買
、
婚
姻
等
の
紛
争
解
決
。

　
　
　
　
　

 

こ
の
内
、
総
議
員
・
協
議
員
は
分
董
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
（
重
大
な
）
案
件
の
調
処
を
担
当
し
、
分
董
は
（
重
大
で
な
い
）

紛
争
の
生
じ
た
両
当
事
者
の
調
処
を
担
当
す
る
。

　
　
　
　
　

※
総
議
員
・
協
議
員
で
も
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
県
で
の
審
理
に
移
す
。

【
龍
南
県
（
江
西
省
贛
州
府
（
二
〇
））】

　

・
名
称
：
四
安
総
局
、
四
安
分
局

　

・
設
置
者
：
贛
南
道
道
員
（
二
一
）、

県
内
各
郷
の
紳
士

　

・
設
置
時
期
：
一
九
〇
六
年
九
月
一
三
日
（
光
緒
三
二
年
七
月
二
五
日
）
以
前

　

・
設
置
目
的
：
広
東
省
と
の
境
界
地
域
で
の
械
闘
・
殺
人
・
略
奪
を
防
止
す
る
た
め
。

　

・
設
置
場
所
：
大
壩
地
方
―
四
安
総
局

　
　
　
　
　
　
　

県
内
の
四
箇
所
―
四
安
分
局

　

・
職
員
：
各
局
に
つ
き
公
正
な
紳
士
二
人
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【
南
陵
県
（
安
徽
省
寧
国
府
（
二
二
））】

　

・
名
称
：
息
訟
所

　

・
設
置
者
：
知
県
（
設
立
経
費
も
知
県
が
負
担
）

　

・
設
置
時
期
：
一
九
〇
六
年
一
二
月
一
七
日
（
光
緒
三
二
年
一
一
月
二
日
）
以
前

　

・
職
員
：
住
民
か
ら
推
挙
さ
れ
た
紳
士

【
江
華
県
（
湖
南
省
永
州
府
（
二
三
））】

　

・
名
称
：
息
訟
所

　

・
設
置
者
：
知
県
（
な
お
、
事
前
に
湖
南
巡
撫
岑
春
蓂
か
ら
条
件
付
き
で
設
置
の
同
意
を
取
得
）

　

・
設
置
時
期
：
一
九
〇
九
年
七
月
二
九
日
（
宣
統
元
年
六
月
一
三
日
）
以
前

　

・
職
員
：
正
直
な
紳
士

　

・
業
務
：
人
々
か
ら
直
接
訴
え
が
あ
っ
た
場
合
や
、
県
か
ら
命
令
を
受
け
た
際
に
調
処
・
理
処
を
行
う
。

【
元
氏
県
（
直
隷
省
正
定
府
（
二
四
））】

　

・
名
称
：
息
訟
所

　

・
設
置
者
：
知
県

　

・
設
置
時
期
：
一
九
一
一
年
四
月
二
九
日
（
宣
統
三
年
四
月
一
日
）
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・
設
置
目
的
：
費
用
や
労
力
面
で
大
き
な
負
担
と
な
る
訴
訟
で
は
な
く
、
簡
便
な
紛
争
解
決
手
段
を
民
衆
に
提
供
す
る
た
め
。

　

・
設
置
場
所
：
県
署
西
街
に
あ
る
民
間
家
屋
（
県
が
賃
借
）

　

・ 
職
員
：
所
長
一
人
（
所
員
の
中
か
ら
推
薦
）、
所
員
四
人
（
所
長
を
含
め
、
い
ず
れ
も
公
正
な
紳
士
）、
書
記
生
二
人
、
夫
役
二
人

（
公
所
か
ら
人
を
派
遣
す
る
際
の
要
員
。
暫
定
措
置
と
し
て
警
察
関
係
者
が
兼
任
）。

　

・
業
務
：
命
盗
以
外
の
案
件
の
調
処
（
当
事
者
が
公
所
で
の
調
処
を
望
ん
だ
場
合
及
び
県
か
ら
交
付
さ
れ
た
場
合
）。

【
丹
徒
県
（
江
蘇
省
鎮
江
府
（
二
五
））】

　

・
名
称
：
息
訟
公
所

　

・
設
置
者
：
鎮
江
府
知
府
、
丹
徒
県
知
県
、
丹
徒
県
の
紳
士
達

　

・
設
置
（
見
込
み
）
時
期
：
一
九
一
一
年
六
月
四
日
（
宣
統
三
年
五
月
八
日
）
以
前

　

・
職
員
：
紳
士

　

・
業
務
：
土
地
・
金
銭
関
連
の
問
題
が
あ
っ
た
場
合
、
直
接
審
判
庁
へ
訴
え
ず
、
先
に
息
訟
公
所
へ
訴
え
て
解
決
を
図
る
。

　

以
上
が
主
要
な
息
訟
公
所
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
他
安
徽
省
泗
州
直
隷
州
の
天
長
県
で
も
、
訴
訟
が
多
く
結
審
し
な
い
現
状
へ
の
対

策
と
し
て
、
現
地
の
紳
董
達
が
「
息
訟
公
所
」
設
置
の
許
可
を
安
徽
巡
撫
に
求
め
て
い
た
り
（
二
六
）、

同
じ
く
安
徽
巡
撫
が
同
直
隷
州
の
五
河
県

の
典
史
が
行
っ
た
積
極
的
な
施
策
の
一
つ
と
し
て
「
息
訟
所
」
の
設
置
を
挙
げ
て
い
る
（
二
七
）。

ま
た
、
広
東
省
の
嘉
応
直
隷
州
で
は
現
地
の
紳

士
達
が
「
研
究
地
方
公
益
会
」
と
い
う
組
織
を
設
立
し
、「
詞
訟
」
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
を
行
っ
た
例
や
、
河
南
省
で
直
隷
省
順
天
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府
の
「
息
訟
所
」
が
紹
介
さ
れ
、
同
省
で
も
こ
れ
を
導
入
す
べ
き
と
の
論
が
見
ら
れ
る
（
二
八
）な

ど
、
一
九
〇
〇
年
代
初
期
の
清
朝
に
お
い
て
は

複
数
の
地
域
で
息
訟
公
所
設
置
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
（
二
九
）。　

　
　

第
二
節　

息
訟
公
所
の
特
徴

　

そ
れ
で
は
、
上
述
し
た
各
地
の
息
訟
公
所
に
は
い
か
な
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
銅
山
県
・
昌
平
州
・
余
干
県
・

南
陵
県
の
各
公
所
に
お
け
る
業
務
か
ら
、
い
ず
れ
も
前
近
代
法
制
に
お
け
る
「
戸
婚
田
土
細
案
」
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
紛
争
を
解
決
の
対
象

と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
息
訟
公
所
の
業
務
は
従
来
か
ら
在
地
の
人
々
に
よ
る
紛
争
解
決
が
な
さ
れ
て
き
た
範
囲
と

重
な
る
。

　

ま
た
、
息
訟
公
所
の
業
務
に
携
わ
る
職
員
に
目
を
向
け
る
と
、
昌
平
州
を
除
く
全
て
の
公
所
に
お
い
て
現
地
の
「
紳
士
」
を
充
て
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
（
史
料
上
明
確
な
証
拠
は
な
い
が
、
昌
平
州
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）。
こ
の
当
時
の
「
紳
士
」
に
は
、
従

来
か
ら
の
儒
教
的
教
養
を
有
す
る
知
識
人
の
他
、
そ
う
し
た
教
養
の
有
無
を
問
わ
ず
商
業
で
富
を
得
た
資
産
家
も
含
ま
れ
て
い
る
と
見
ら

れ
る
が
（
三
〇
）、

現
地
社
会
の
名
望
家
た
る
彼
等
を
紛
争
解
決
の
任
に
充
て
る
こ
と
が
当
時
と
し
て
は
最
も
現
実
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
加
え
て

銅
山
県
や
丹
徒
県
の
息
訟
公
所
で
は
、
地
元
紳
士
が
設
置
の
準
備
時
点
で
関
与
し
て
い
た
形
跡
が
見
ら
れ
、
彼
等
の
関
与
は
公
所
の
職
員

と
し
て
雇
わ
れ
る
程
度
に
止
ま
ら
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
余
干
県
で
は
県
丞
が
公
所
の
責
任
者
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
末
端
の

官
員
が
職
員
と
な
る
例
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
官
と
の
繋
が
り
も
密
接
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
直
接
の
設
置
主
体
は
多
く
が
知
州
・
知
県
で
あ
り
（
但
し
龍
南
県
の
場
合
は
上
級
機
関
で
あ
る
道
の
長
官
）、
息
訟
公
所
は
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末
端
の
行
政
区
画
で
あ
る
州
県
単
位
で
設
置
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
点
が
共
通
し
て
い
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
は
、
息
訟
公
所
は
そ
の
地
域
を
管
轄
す
る
州
県
の
長
官
に
よ
り
設
置
さ
れ
、
現
地
の
エ
リ
ー
ト
・
名
望
家
層
に
よ
り
運

営
さ
れ
る
組
織
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
か
つ
、
昌
平
州
を
除
い
て
紳
士
層
が
職
員
と
し
て
直
接
息
訟
公
所
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い

る
が
、
こ
う
し
た
組
織
の
設
置
自
体
は
清
代
中
期
以
降
の
地
方
エ
リ
ー
ト
層
の
台
頭
に
伴
っ
て
他
の
地
域
で
も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
こ

と
か
ら
（
三
一
）、

息
訟
公
所
は
総
じ
て
近
代
以
前
の
性
格
を
強
く
有
す
る
組
織
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

一
方
で
、
元
々
中
国
に
存
在
し
た
紛
争
解
決
と
は
異
な
る
点
が
審
級
制
に
似
た
仕
組
み
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
余
干
県
・
龍
南
県
の

息
訟
公
所
に
見
ら
れ
る
通
り
、
公
所
組
織
を
二
つ
の
等
級
に
分
け
、
ま
ず
県
内
に
設
け
ら
れ
た
公
所
の
出
先
機
関
で
紛
争
解
決
を
試
み
、

そ
こ
で
の
解
決
が
不
可
能
な
場
合
に
公
所
本
部
で
の
解
決
に
移
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
全
く
同
じ
と
い
う
訳
で
は
な
い
も
の
の
、
裁
判

所
の
第
一
審
・
第
二
審
を
彷
彿
と
さ
せ
る
組
織
構
造
で
あ
り
、
正
規
の
国
家
機
構
を
除
い
て
こ
う
し
た
複
雑
な
構
造
が
見
ら
れ
な
い
伝
統

的
な
紛
争
解
決
の
仕
組
み
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
従
来
の
郷
約
や
保
甲
は
紛
争
解
決
の
み
専
門
に
扱
っ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、

ま
た
紛
争
解
決
の
場
面
に
お
い
て
も
そ
の
時
々
の
紛
争
へ
個
別
に
関
与
す
る
と
い
う
言
わ
ば
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

息
訟
公
所
は
こ
れ
を
専
門
的
に
処
理
す
る
組
織
で
あ
り
、
な
お
か
つ
常
設
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
は
明
ら
か
に
そ
れ
ま

で
の
紛
争
解
決
の
仕
組
み
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
特
徴
的
な
あ
る
い
は
近
代
化
に
伴
う
新
し
い
要
素
と
し
て
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　

そ
し
て
、
設
置
時
期
は
い
ず
れ
も
義
和
団
事
件
後
の
二
〇
世
紀
初
頭
、
つ
ま
り
一
連
の
近
代
化
政
策
が
実
施
さ
れ
た
光
緒
新
政
期
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
一
方
、
逆
に
一
九
世
紀
以
前
の
時
期
で
史
料
上
息
訟
公
所
の
よ
う
な
組
織
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
息
訟
公
所
は

近
代
化
政
策
の
看
板
の
下
、
伝
統
的
手
法
に
よ
り
地
域
社
会
で
の
争
い
を
解
決
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、「
地
方
行
政
の
一
環
」
と
し
て
息
訟
公
所
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
上
述
の
通
り
、
公
所
は
紛
争
解

決
を
専
門
と
す
る
組
織
で
は
あ
る
が
、「
司
法
」
で
は
な
く
「
地
方
自
治
」
あ
る
い
は
「
地
方
行
政
」
に
属
す
る
（
あ
る
い
は
馴
染
む
）

組
織
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
日
本
を
含
め
た
他
地
域
で
の
調
停
と
も
比
較
し
、
調
停
そ
の
も
の
の
位
置
付
け
を
考
え
る
上
で
重
要

な
要
素
と
な
ろ
う
（
三
二
）。

　
　

第
三
節　

息
訟
公
所
に
対
す
る
評
価
と
実
効
性

　

そ
れ
で
は
、
光
緒
新
政
期
に
登
場
し
た
息
訟
公
所
に
つ
い
て
、
当
時
の
関
係
者
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
管
見
の
限
り
で
は
、
数
は
少
な
い
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
見
解
を
文
献
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
肯
定
的
見
解
と
し
て
は
、
第
一
節
で
紹
介
し
た
銅
山
県
に
関
し
、
同
県
の
属
す
る
江
蘇
省
で
息
訟
公
所
設
置
当
時
の
ト
ッ
プ
で

あ
っ
た
両
江
総
督
周
馥
は
、
江
蘇
省
は
も
と
よ
り
自
身
の
管
轄
す
る
安
徽
省
・
江
西
省
と
い
っ
た
近
隣
の
省
の
各
州
県
に
お
い
て
も
、
同

様
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
三
三
）。

つ
ま
り
、
銅
山
県
の
試
み
は
江
蘇
省
上
層
部
に
お
い
て
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
、
さ
ら
に
そ
れ

を
他
の
地
域
に
も
広
げ
よ
う
と
す
る
動
き
に
ま
で
発
展
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
昌
平
州
息
訟
公
所
に
つ
い
て
も
、
知
州
廷
華
が
直
隷
総
督
袁
世
凱
に
宛
て
た
報
告
書
の
中
で
、「﹇
息
訟
公
所
の
業
務
を
﹈
数

箇
月
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
世
間
で
は
既
に
﹇
訴
訟
の
た
め
に
﹈、
時
間
を
打
ち
捨
て
て
顧
み
ず
に
失
業
す
る
と
い
っ
た
累
が
な
く
な
っ
た

〔
行
之
数
月
、
民
間
既
免
廃
時
失
業
之
累
（
三
四
）〕」

と
し
て
、
そ
の
効
果
を
評
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
一
九
〇
七
年
の
『
申
報
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
中
央
政
府
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
前
議
政
王
大
臣
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
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う
。

　
　

 
各
省
の
督
撫
に
咨
文
を
送
り
、
所
属
の
州
県
に
息
訟
公
所
を
設
立
し
、
公
正
な
紳
士
を
選
ん
で
総
董
に
充
て
る
。
以
後
、
命
盗
の
重

大
案
件
は
、
な
お
地
方
官
に
よ
っ
て
審
理
す
る
こ
と
を
除
き
、
そ
の
他
の
言
い
争
い
・
喧
嘩
・
婚
姻
・
財
産
の
案
件
は
、
全
て
公
所

が
取
り
成
し
て
理
処
す
る
。
訴
え
の
原
因
を
抑
え
、
事
案
に
よ
る
累
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
さ
せ
た
な
ら
ば
、
地
方
自
治
の
要
点
と
な

り
、
預
備
立
憲
の
基
礎
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
も
な
る
。
先
に
順
天
府
か
ら
案
を
起
草
さ
せ
、
共
同
し
て
草
案
を
定
め
る
の
を
待
っ

て
、
直
ち
に
上
奏
し
て
処
理
す
る
。

　
　

 〔
応
咨
行
各
省
督
撫
、
飭
令
所
属
州
県
設
立
息
訟
公
所
、
選
挙
公
正
紳
士
、
充
当
総
董
。
嗣
後
、
除
遇
有
命
盗
重
大
案
件
、
仍
由
地

方
官
審
理
外
、
其
他
口
角
・
争
闘
・
婚
姻
・
財
産
、
概
由
公
所
調
和
理
処
。
俾
息
訟
端
而
免
施
累
、
藉
為
地
方
自
治
之
要
点
、
而
樹

預
備
立
憲
之
基
礎
。
並
擬
先
由
順
天
□
﹇
一
文
字
判
読
不
能
。「
府
」
か
﹈
起
、
一
俟
公
同
擬
定
、
即
行
奏
明
辦
理
（
三
五
）。〕

　

こ
の
内
容
の
具
体
的
な
発
言
者
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
な
お
か
つ
あ
く
ま
で
も
一
高
官
の
発
言
に
過
ぎ
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
し
か
し
、
清
朝
の
中
央
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
立
憲
体
制
や
地
方
自
治
構
築
の
基
礎
と
な
り
得
る
と
し
て
息
訟
公
所
は
肯
定
的
な

評
価
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
首
都
北
京
の
位
置
す
る
順
天
府
を
モ
デ
ル
地
域
と
し
た
上
で
、
紳
士
層
を
主
要
な
構
成
員
と
す
る
息
訟
公
所
を
全
国
各
地
に

設
け
て
命
盗
重
案
以
外
の
案
件
を
処
理
さ
せ
「
地
方
自
治
」
の
基
礎
を
確
立
す
べ
き
と
の
発
言
に
は
、
単
に
地
方
自
治
の
要
と
し
て
肯
定

的
に
評
価
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
全
国
に
波
及
さ
せ
て
い
く
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
息
訟
公
所
の
設
置
が
順
調
に
進
ん
だ
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
上
述
し
た
両
江
総
督
周
馥
の
評
価
に
も

関
わ
ら
ず
、『
申
報
』
の
記
事
を
確
認
す
る
限
り
、
江
蘇
省
の
揚
州
府
や
上
述
し
た
丹
徒
県
で
息
訟
公
所
の
設
置
が
進
め
ら
れ
た
形
跡
が

見
ら
れ
る
こ
と
を
除
き
、
こ
れ
以
外
の
目
立
っ
た
動
き
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
（
三
六
）。　

　

そ
し
て
、
否
定
的
見
解
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
当
時
の
報
道
か
ら
息
訟
公
所
の
設
置
に
時
間
を
要
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
（
三
七
）、

公
所
に
関
す
る
明
確
な
懸
念
も
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
一
九
〇
九
年
の
『
申
報
』
は
、
上
述
の
江
華
県
息
訟
公
所
に

関
す
る
知
県
か
ら
の
申
請
に
対
し
、
湖
南
巡
撫
岑
春
蓂
は
批
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
報
じ
て
い
る
。

　
　

 

許
可
を
請
う
て
い
る
件
は
訴
訟
の
発
生
を
防
ぐ
見
地
か
ら
、
趣
旨
と
し
て
大
変
よ
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
地
方
の
人
を
も
っ
て
地

方
の
こ
と
を
処
理
す
れ
ば
、
弊
害
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
件
を
按
察
司
に
転
達
し
、
随
時
査
察
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。
も

し
当
該
経
理
に
え
こ
ひ
い
き
や
賄
賂
と
い
っ
た
弊
害
が
あ
れ
ば
、
直
ち
に
交
代
さ
せ
、
別
に
﹇
人
員
を
﹈
選
ん
で
総
理
に
充
て
よ
。

訴
訟
が
止
み
、
民
衆
が
安
堵
す
る
よ
う
に
努
め
た
な
ら
ば
、
息
訟
公
所
を
設
立
し
た
本
意
に
反
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　

 〔
所
請
係
為
杜
絶
訟
萌
起
見
、
命
意
未
嘗
不
善
。
但
以
地
方
之
人
、
理
地
方
之
事
、
流
弊
不
可
不
防
。
仰
按
察
司
転
飭
、
随
時
査
察
。

如
該
経
理
有
偏
循
賄
索
各
情
弊
、
立
即
撤
換
、
另
選
接
充
総
。
期
訟
息
民
安
、
無
負
立
所
之
本
意
（
三
八
）。〕

　

こ
こ
で
は
、
現
地
の
人
間
が
現
地
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
事
情
に
精
通
し
た
人
物
が
有
効
な
解
決
策
を
図
る
可
能
性

が
高
ま
る
一
方
、
人
間
関
係
の
近
し
さ
に
起
因
す
る
不
正
が
生
じ
る
危
険
も
警
戒
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
息
訟
公
所
が
地
元
紳
士
層
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
上
で
避
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
懸
念
は
深
刻
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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ま
た
、
銅
山
県
が
先
ん
じ
て
息
訟
公
所
を
設
置
し
、
上
司
で
あ
る
両
江
総
督
周
馥
が
こ
れ
を
評
価
し
て
い
た
江
蘇
省
に
お
い
て
も
、
公

所
の
存
在
意
義
自
体
に
つ
い
て
疑
問
視
す
る
見
方
が
現
れ
始
め
た
。
一
九
〇
八
年
の
『
申
報
』
に
よ
れ
ば
、
銅
山
県
息
訟
公
所
を
評
価
し

た
周
馥
の
後
任
者
で
あ
る
両
江
総
督
端
方
が
、
同
省
江
寧
県
・
上
元
県
の
総
董
か
ら
息
訟
公
所
の
設
置
を
含
め
た
章
程
の
提
案
に
対
し
、

次
の
よ
う
に
否
定
的
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

当
該
総
董
等
が
呈
し
た
章
程
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
頗
る
議
論
す
べ
き
点
が
あ
る
。
息
訟
所
を
設
立
す
る
と
い
う
一
条
の
如
き
は
、

「
息
訟
」
と
名
付
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
の
趣
旨
は
問
題
を
解
決
し
紛
争
を
調
停
す
る
こ
と
に
あ
る
べ
き
だ
。﹇
し
か
し
な

が
ら
、
総
董
等
の
上
書
の
内
容
に
よ
れ
ば
﹈
止
め
さ
せ
る
の
は
些
末
な
争
い
や
耕
作
を
巡
る
不
和
の
み
で
、
盗
匪
・
凶
徒
に
つ
い
て

は
関
与
し
な
い
。
そ
し
て
粗
忽
に
も
、
突
然
匪
賊
の
仲
間
や
ご
ろ
つ
き
が
悪
を
恣
に
し
、
郷
里
に
訴
え
よ
う
と
す
る
者
が
い
れ
ば
、

必
ず
息
訟
所
に
て
共
同
で
記
名
し
、
そ
こ
で
初
め
て
訴
え
を
受
理
す
る
と
提
案
す
る
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
種
の
無
頼
は
地
域
住

民
が
虎
の
よ
う
に
恐
れ
て
お
り
、
訴
状
を
箱
に
入
れ
て
密
告
す
る
と
い
う
仕
組
み
は
あ
る
が
、
な
お
被
害
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
る

者
は
、
ど
う
せ
捜
査
・
捕
縛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
気
兼
ね
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
息
訟
所
と
い
う
名
称
で
あ
り
な
が

ら
、
悪
者
を
訴
え
る
人
を
押
さ
え
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
当
該
総
董
等
は
既
に
郷
団
の
業
務
を
何
年
も
担
当
し
、
事
実
と
し

て
必
ず
経
験
が
あ
る
は
ず
だ
。
ど
う
し
て
発
言
が
こ
の
よ
う
に
軽
率
で
あ
る
の
か
、
実
に
不
可
解
で
あ
る
。
…
…
地
方
自
治
局
に
命

じ
て
、
巡
警
総
辦
と
共
に
手
落
ち
な
く
案
を
起
草
さ
せ
る
。﹇
そ
し
て
﹈
本
官
が
調
査
・
決
裁
す
る
の
を
待
っ
て
﹇
そ
の
命
を
﹈
遵

守
せ
よ
。

　
　

 〔
披
閲
該
董
等
所
呈
簡
章
、
頗
有
可
議
者
。
如
設
立
息
訟
所
一
条
、
既
以
息
訟
為
名
、
其
宗
旨
当
在
排
難
解
紛
。
所
息
者
、
鼠
雀
之
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争
・
耰
耡
之
釁
而
已
、
於
盗
匪
・
凶
徒
無
与
也
。
乃
忽
称
、
幫
匪
・
痞
棍
肆
悪
、
郷
里
有
禀
控
者
、
必
由
息
訟
所
公
同
簽
名
、
始
准

呈
控
。
試
思
、
此
種
匪
棍
、
郷
愚
畏
之
如
虎
、
雖
有
投
匭
告
密
之
条
、
猶
恐
受
荼
毒
者
、
畏
忌
不
前
偵
捕
不
及
。
…
…
該
董
等
既
承

辦
郷
団
有
年
、
於
事
実
必
有
経
験
。
何
以
発
言
軽
率
如
此
、
殊
不
可
解
。
…
…
仰
地
方
自
治
局
、
会
同
巡
警
総
辦
妥
為
擬
詳
。
候
本

部
堂
核
奪
飭
遵
（
三
九
）。〕

　

こ
こ
で
端
方
は
、
息
訟
公
所
業
務
の
対
象
が
日
常
の
争
い
の
み
を
対
象
と
し
、
現
地
住
民
が
最
も
解
決
を
必
要
と
し
て
い
る
無
頼
関
係

の
案
件
を
対
象
に
し
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
地
の
無
頼
を
相
手
に
息
訟
所
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、（
恐
ら

く
は
訴
え
た
内
容
の
流
出
や
そ
れ
に
よ
る
無
頼
の
報
復
を
恐
れ
て
）
こ
れ
を
実
現
で
き
な
い
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
無
頼
が
関
係
す
る
事
案
と
な
れ
ば
む
し
ろ
治
安
維
持
の
問
題
で
あ
り
、
本
来
は
息
訟
公
所
で
は
業
務
の
対
象
と
は
な

ら
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
江
華
県
・
上
元
県
総
董
達
が
提
案
し
た
具
体
的
な
内
容
は
不
明
だ
が
、
端
方
は
地
域
住
民
が
無
頼
を
訴

え
よ
う
と
し
て
も
提
案
に
あ
る
「
息
訟
所
」
の
体
制
・
手
続
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
別
の
機
関
で
検
討
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
最

終
的
に
ど
う
な
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
息
訟
所
」
の
業
務
内
容
と
現
地
に
お
け
る
必
要
性
が
噛
み
合
わ
な
い
点
が
問

題
視
さ
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
一
九
〇
九
年
一
一
月
の
『
申
報
』
で
は
、
同
月
に
次
の
よ
う
な
江
蘇
諮
議
局
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　　
　

 

銅
山
県
が
禀
文
で
定
め
た
息
訟
公
所
章
程
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
前
両
江
総
督
周
馥
か
ら
各
下
級
機
関
へ
の
命
令
を
経
て
、

﹇
江
蘇
・
安
徽
・
浙
江
の
﹈
三
省
で
こ
れ
に
照
ら
し
て
処
理
せ
よ
と
さ
れ
て
い
る
。﹇
こ
れ
は
﹈
も
し
経
理
﹇
董
事
﹈
に
人
を
得
れ
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ば
、
実
際
に
無
数
の
訴
訟
の
累
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
各
地
域
で
は
自
治
公
所
（
四
〇
）が

ほ
ぼ
成
立
し
て
お
り
、

各
地
方
審
判
庁
も
ま
た
期
限
に
従
っ
て
設
置
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
上
さ
ら
に
息
訟
公
所
を
設
け
る
こ
と
は
、
却
っ
て
無
用

と
な
る
嫌
い
が
あ
り
、
提
案
を
用
い
る
べ
き
で
な
い
。

　
　

 〔
議
査
銅
山
県
禀
定
息
訟
公
所
章
程
、
経
前
江
督
周
制
軍
通
飭
三
省
照
辦
。
設
経
理
得
人
、
実
可
以
省
却
無
数
訟
累
。
但
現
在
各
属

自
治
公
所
将
次
成
立
、
各
地
方
審
判
庁
亦
将
依
限
籌
備
。
此
外
再
設
一
息
訟
公
所
、
轉
嫌
駢
枝
、
似
可
無
庸
提
議
（
四
一
）。〕

　

こ
の
報
告
書
で
は
、
銅
山
県
に
倣
っ
た
息
訟
公
所
自
体
は
有
意
義
で
あ
る
も
の
の
、
近
代
的
な
裁
判
所
で
あ
る
審
判
庁
の
設
置
が
進
む

状
況
下
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
似
た
業
務
を
行
う
息
訟
公
所
を
設
け
る
必
要
性
が
乏
し
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
正
規

の
裁
判
機
関
の
補
完
を
担
う
と
い
う
公
所
の
性
質
自
体
に
由
来
す
る
批
判
で
あ
り
、
国
家
に
よ
り
そ
れ
ら
の
整
備
・
効
果
的
な
運
営
が
進

め
ば
存
在
意
義
も
薄
れ
る
と
い
う
点
で
、
息
訟
公
所
の
限
界
を
端
的
に
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
清
末
の
諮
議
局
議
員
は
公
所
職
員
と
同
様
に
地
域
の
エ
リ
ー
ト
・
名
望
家
層
か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
（
四
二
）、

主
要
な
担
い

手
で
あ
る
は
ず
の
人
々
か
ら
存
在
意
義
に
疑
問
符
が
付
け
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
息
訟
公
所
に
と
っ
て
深
刻
な
事
態
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。　

　

実
際
に
、
一
度
息
訟
公
所
を
設
置
し
た
も
の
の
期
待
し
た
成
果
が
得
ら
れ
な
い
と
し
て
廃
止
し
た
例
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
次
の
直
隷

省
元
氏
県
で
設
置
さ
れ
た
「
息
訟
所
」
で
、
同
県
は
こ
れ
を
設
置
し
た
効
果
に
つ
い
て
省
上
層
部
へ
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　
　

 

以
前
設
置
し
た
息
訟
所
は
一
箇
月
余
り
試
験
的
に
運
用
し
た
が
、﹇
息
訟
所
を
通
さ
ず
、
以
前
と
同
じ
く
直
接
﹈
県
へ
来
て
訴
え
る
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者
が
少
な
く
な
い
。
一
方
で
、
息
訟
所
に
赴
い
て
評
議
す
る
者
は
幾
ば
く
も
い
な
い
。
ま
た
、
受
け
付
け
た
文
書
・
経
費
は
、
所
内

で
要
す
る
費
用
に
足
り
な
い
。
も
し
別
に
公
金
を
支
出
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
実
に
不
都
合
な
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
﹇
息
訟
所
を
﹈

廃
止
し
、
経
費
を
節
約
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　

 〔
以
前
設
息
訟
所
試
辦
月
余
、
来
県
呈
控
者
仍
不
見
少
。
而
赴
所
評
議
者
寥
寥
無
幾
。
所
収
説
帖
・
紙
銭
、
不
敷
所
内
費
用
。
若
另

籌
公
款
、
殊
属
未
便
。
自
応
撤
銷
、
以
節
経
費
（
四
三
）。〕

　

元
氏
県
に
お
い
て
、
試
験
的
に
運
用
を
始
め
た
息
訟
公
所
が
現
地
住
民
か
ら
あ
ま
り
利
用
さ
れ
ず
、
人
々
は
従
来
通
り
県
衙
門
へ
訴
え

に
来
て
い
た
。
ど
の
程
度
ま
で
新
し
い
紛
争
解
決
組
織
が
一
般
の
人
々
へ
周
知
さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
現
地
の
人
々
に
し
て
み

れ
ば
、
資
金
不
足
の
見
慣
れ
ぬ
新
し
い
組
織
よ
り
も
、
馴
染
み
の
あ
る
県
衙
門
へ
訴
え
る
方
が
確
実
だ
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
問
題
の
中
核
と
さ
れ
て
い
る
運
営
経
費
の
不
足
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
元
氏
県
息
訟
所
で
紛
争
解
決
に
当
た
る
所
長
・
所
員

は
い
ず
れ
も
名
誉
職
と
し
て
無
給
で
業
務
に
当
た
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
暫
定
的
措
置
と
し
て
所
長
以
下
公
所
の
人
員
の
食
費
は
県

が
支
払
っ
て
い
た
ら
し
く
、
加
え
て
そ
の
他
運
営
に
要
す
る
金
銭
も
県
が
直
接
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
四
四
）。

こ
の
た
め
、
清
末
の
混

乱
し
た
時
期
に
財
政
的
余
裕
が
乏
し
か
っ
た
は
ず
の
元
氏
県
は
、
利
用
者
の
見
込
め
な
い
施
策
は
一
刻
も
早
く
見
直
す
べ
き
だ
と
判
断
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

加
え
て
、
江
蘇
省
は
諮
議
局
を
設
置
す
る
と
い
っ
た
地
方
制
度
の
近
代
化
を
他
に
先
駆
け
て
積
極
的
に
進
め
て
い
た
地
域
で
も
あ
る
一

方
、
地
方
自
治
制
度
を
始
め
と
す
る
一
連
の
改
革
に
伴
う
税
負
担
の
増
加
に
よ
り
民
衆
の
反
発
も
生
じ
て
い
た
（
四
五
）。

地
方
官
か
ら
す
れ
ば
、

必
要
経
費
が
膨
れ
上
が
る
中
、
こ
う
し
た
新
組
織
と
業
務
の
重
な
る
機
構
を
設
置
す
る
こ
と
は
広
く
理
解
を
得
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
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お
り
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
議
論
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

但
し
試
験
的
な
運
用
で
あ
る
と
は
言
え
、
僅
か
一
箇
月
余
り
の
短
期
間
で
廃
止
し
て
い
る
点
に
は
や
や
性
急
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
何
ら

か
の
措
置
を
講
じ
た
り
、
試
験
運
用
の
期
間
を
も
う
少
し
延
長
し
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
異
な
る
結
果
に
終
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

む
し
ろ
元
氏
県
が
早
々
と
息
訟
公
所
を
廃
止
し
た
の
は
、
直
隷
布
政
司
・
提
法
司
あ
る
い
は
直
隷
総
督
と
い
っ
た
省
上
層
部
の
意
向
を

考
慮
し
た
た
め
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
一
九
一
一
年
の
『
北
洋
官
報
』
で
、
元
氏
県
か
ら
の
報
告
に

対
す
る
直
隷
布
政
司
・
提
法
司
の
見
解
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

我
々
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
各
地
域
で
審
判
庁
が
設
置
さ
れ
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
訴
え
を
審
理
す
る
の
は
官
庁
の
職
責
で
あ

り
、
別
に
息
訟
所
を
設
け
て
紳
士
に
調
処
さ
せ
、
も
め
事
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
の
は
不
都
合
で
あ
る
。
先
に
灤
州
・
昌
黎
県
・
楽
亭

県
と
い
っ
た
州
県
が
禀
文
で
息
訟
所
の
設
立
を
願
い
出
た
件
（
四
六
）に

つ
い
て
は
、
繰
り
返
し
我
々
の
調
査
・
審
議
を
経
て
、
許
可
し
難
い

と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
詳
文
で
﹇
総
督
へ
﹈
報
告
し
、﹇
灤
州
・
昌
黎
県
・
楽
亭
県
の
属
す
る
﹈
永
平
府
に
札
文
を
下
し
て
管

轄
の
官
庁
へ
一
律
に
運
用
を
止
め
る
よ
う
命
令
が
下
っ
て
い
る
。
現
在
元
氏
県
が
設
立
し
た
息
訟
所
は
、
次
に
到
来
し
た
﹇
同
県
か

ら
の
﹈
禀
文
に
よ
る
と
既
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
回
の
件
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
論
じ
な
い
。﹇
元
氏
県
の
属
す
る
﹈
正
定

府
へ
札
文
を
下
し
て
周
知
を
図
る
よ
う
命
じ
る
他
、
以
上
の
通
り
詳
文
で
報
告
し
総
督
の
ご
判
断
を
請
う
。

　
　

 〔
本
司
等
査
、
各
属
未
設
審
判
庁
以
前
、
審
理
詞
訟
為
有
司
専
責
、
未
便
另
設
息
訟
所
、
由
紳
士
調
処
、
致
滋
紛
擾
。
前
拠
灤
州
・

昌
黎
・
楽
亭
等
州
県
禀
請
設
立
息
訟
所
、
迭
経
本
司
等
核
議
、
礙
難
照
准
。
詳
明
札
飭
永
平
府
通
飭
所
属
一
体
停
辦
在
案
。
今
該
県

設
立
息
訟
所
、
既
拠
続
禀
撤
銷
、
応
毋
庸
議
。
除
札
正
定
府
飭
知
外
、
擬
合
詳
覆
憲
台
査
核
（
四
七
）。〕
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直
隷
布
政
司
・
提
法
司
は
、
そ
も
そ
も
訴
え
事
の
処
理
・
紛
争
解
決
は
地
方
官
庁
の
職
責
で
あ
る
と
し
、
息
訟
公
所
を
設
置
し
て
現
地

の
紳
士
層
に
紛
争
解
決
を
さ
せ
る
と
い
う
手
法
自
体
を
否
定
し
た
上
で
、
省
内
の
州
県
が
息
訟
公
所
の
設
置
を
願
い
出
た
際
に
は
そ
れ
を

拒
否
し
、
永
平
府
に
そ
の
旨
の
通
達
も
出
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
元
氏
県
自
体
は
正
定
府
の
管
轄
で
あ
り
、
息
訟
公
所
設
置
時
点
で
は
こ
の
地
域
の
州
県
を
対
象
と
し
公
所
撤
廃
の
通
達
は
な

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
元
氏
県
息
訟
所
の
撤
廃
は
両
司
か
ら
追
認
さ
れ
た
上
で
、
正
定
府
に
も
管
轄
の
州
県
へ

息
訟
公
所
の
設
置
を
認
め
な
い
と
周
知
す
る
よ
う
命
令
を
下
す
こ
と
を
提
案
し
、
当
時
の
直
隷
総
督
陳
夔
龍
の
同
意
を
得
て
い
る
（
四
八
）。

　

し
か
し
、
確
か
に
訴
え
の
処
理
や
紛
争
解
決
は
地
方
官
の
職
責
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
れ
は
息
訟
公
所
を
設
置
し
た
他
の
州
県
で

も
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
布
政
司
・
提
法
司
の
見
解
は
論
理
と
し
て
教
条
的
・
形
式
的
に
過
ぎ
、
む
し
ろ
他
の
要
因
が
あ
っ
た

可
能
性
を
考
え
た
方
が
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
こ
の
少
し
前
に
昌
平
州
か
ら
の
息
訟
公
所
設
置
の
建
議
に
対
し
、
当
時
の
直
隷

総
督
袁
世
凱
が
同
意
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
省
で
あ
っ
て
も
、
時
期
を
下
る
と
総
督
や
布
政
司
・
按
察

司
（
あ
る
い
は
提
法
司
）
と
い
っ
た
上
層
部
の
息
訟
公
所
に
対
す
る
評
価
や
方
針
が
否
定
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
同
省
ト
ッ
プ
の
直
隷
総
督
に
着
目
す
る
と
、
袁
世
凱
は
後
述
す
る
天
津
県
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
近
代
化
政
策
を
推
進
し
て
行

政
の
規
模
を
拡
大
・
充
実
さ
せ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
陳
夔
龍
は
直
隷
総
督
以
前
の
湖
広
総
督
在
任
時
期
を
含
め
、
人
員
の
整
理

や
局
所
の
統
廃
合
と
い
っ
た
行
政
の
ス
リ
ム
化
を
積
極
的
に
進
め
た
人
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
四
九
）。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
両
者
の
政
策
面
に

お
け
る
相
違
が
息
訟
公
所
に
対
す
る
真
逆
と
も
言
え
る
方
針
の
違
い
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
息
訟
公
所
に
対
す
る
肯
定
的
・
否
定
的
両
面
の
見
解
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
。
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
息
訟
公
所
の
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効
果
や
意
義
を
肯
定
的
に
捉
え
る
見
解
が
存
在
す
る
一
方
、
同
じ
程
度
か
そ
れ
以
上
に
否
定
的
な
見
解
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
利
用

者
が
少
な
い
と
い
う
運
営
上
実
際
に
生
じ
た
問
題
は
も
ち
ろ
ん
、
省
上
層
部
の
意
向
の
変
化
と
い
っ
た
政
治
的
背
景
も
が
存
在
し
た
。
つ

ま
る
と
こ
ろ
、
息
訟
公
所
の
設
置
や
運
営
は
、
紛
争
の
要
因
と
も
な
る
各
州
県
の
社
会
・
経
済
情
況
、
そ
れ
に
対
す
る
州
県
官
の
認
識
、

さ
ら
に
は
省
上
層
部
の
政
策
方
針
と
い
っ
た
そ
の
時
々
の
様
々
な
要
因
に
影
響
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
章　

清
末
の
紛
争
解
決
組
織
②
―
地
方
議
会

　

本
章
で
は
息
訟
公
所
と
同
様
、
清
末
時
期
に
設
置
が
進
め
ら
れ
た
地
方
議
会
に
お
け
る
紛
争
解
決
制
度
に
つ
い
て
、
運
用
を
定
め
た
規

則
を
中
心
に
統
治
機
構
近
代
化
の
実
験
場
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
天
津
の
制
度
を
紹
介
し
（
五
〇
）、

併
せ
て
上
海
の
規
則
に
つ
い
て
も
取
り
上

げ
る
。

　

天
津
は
直
隷
省
の
沿
岸
部
と
い
う
首
都
北
京
の
近
く
に
位
置
し
経
済
・
軍
事
の
要
衝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
光
緒
新
政
期
に
直
隷
総
督
を

務
め
て
い
た
袁
世
凱
の
主
導
に
よ
り
、
統
治
機
構
近
代
化
の
モ
デ
ル
地
域
と
し
て
巡
警
（
警
察
）
の
設
置
な
ど
が
他
地
域
に
先
駆
け
て
進

め
ら
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
地
方
議
会
の
設
置
で
あ
り
、
地
方
自
治
制
度
の
実
験
場
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
沿
革
を
整
理
す
る
と
、
一
九
〇
六
年
八
月
に
地
方
自
治
制
度
の
実
験
場
の
一
つ
と
し
て
天
津
が
選
ば
れ
（
五
一
）、

袁
世
凱
に
よ
り
準
備
機

関
で
あ
る
「
天
津
自
治
局
」
が
設
立
さ
れ
た
（
五
二
）。

そ
し
て
翌
一
九
〇
七
年
二
月
末
に
、
天
津
県
議
会
の
職
務
権
限
・
範
囲
を
具
体
的
に
定
め

た
全
一
一
一
条
か
ら
成
る
「
試
辦
天
津
県
地
方
自
治
公
決
草
案
（
五
三
）」

が
、「
自
治
期
成
会
」（
天
津
自
治
局
の
構
成
員
・
地
方
紳
士
・
商
会
代
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表
・
官
員
等
か
ら
成
る
組
織
）
か
ら
袁
世
凱
に
提
出
さ
れ
た
（
五
四
）。

　

袁
世
凱
は
一
九
〇
七
年
七
月
五
日
（
光
緒
三
三
年
五
月
二
五
日
）
時
点
で
同
草
案
を
批
准
・
公
布
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
当
時

の
報
道
を
見
る
限
り
条
文
数
が
批
准
前
の
草
案
か
ら
変
更
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自
治
期
成
会
の
提
出
し
た
「
草
案
」
を
大
き
く
変
更
し
た
点

は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
同
草
案
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
公
布
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
五
五
）。

こ
う
し
て
一
九
〇
七
年
八
月
一
九

日
（
光
緒
三
三
年
七
月
一
九
日
）
に
天
津
県
議
会
が
成
立
し
た
（
五
六
）。

　

同
議
会
は
袁
世
凱
に
よ
り
批
准
さ
れ
た
「
直
隷
天
津
県
地
方
自
治
公
決
草
案
」
の
規
定
に
基
づ
き
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
本

稿
で
重
要
と
な
る
の
は
、
議
会
内
の
組
織
で
あ
る
議
事
会
の
権
限
に
つ
い
て
定
め
た
同
草
案
中
、
紛
争
解
決
に
つ
い
て
規
定
し
た
次
の
条

文
で
あ
る
。

【
直
隷
天
津
県
地
方
自
治
公
決
草
案
】

　
　
　
　

第
三
五
条

　
　

 

議
事
会
は
、
人
民
に
代
わ
り
地
方
官
へ
上
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
困
苦
を
申
述
し
、
並
び
に
民
事
上
の
争
議
を
調
処
す
る
こ
と
が

で
き
る
。　
　

　
　
〔
議
事
会
得
代
人
民
申
述
其
困
苦
不
能
上
達
之
事
於
地
方
官
、
並
調
処
民
事
上
之
争
議
（
五
七
）。〕

　

本
条
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
民
事
上
の
争
議
の
調
処
（
五
八
）」

が
県
議
会
の
一
組
織
で
あ
る
議
事
会
の
職
務
権
限
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、

通
常
現
代
日
本
の
地
方
議
会
の
権
限
に
は
含
ま
れ
な
い
点
で
特
徴
的
と
言
え
る
。
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こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
天
津
県
議
会
が
現
代
日
本
で
通
常
想
定
さ
れ
る
議
会
と
同
じ
く
、
地
域
で
の
問
題
を
討
議
す
る
組
織
に
止

っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
個
人
間
の
具
体
的
な
紛
争
の
解
決
を
も
担
う
組
織
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と

り
わ
け
「
草
案
」
第
三
五
条
で
「
民
事
上
の
争
議
の
調
処
」
が
「
人
民
の
困
苦
の
申
述
」
と
並
ん
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
同
条
全
体
と
し
て
地
域
内
で
生
じ
た
問
題
・
紛
争
を
公
の
場
へ
持
ち
込
ん
で
議
論
し
解
決
を
図
る
と
い
う
、
通
常
我
々
が
想
定
す
る

議
会
機
能
を
定
め
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
加
え
て
同
条
の
具
体
的
な
運
用
が
ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
た
の

か
に
つ
い
て
も
、
条
文
自
体
か
ら
は
こ
れ
以
上
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
、
以
下
に
天
津
県
議
事
会
の
紛
争
解
決
の
具
体
的
な
運
用
に
つ
い
て
定
め
、
こ
の
「
草
案
」
第
三
五
条
の
規
定
を
よ
り
具
体
化

し
た
「
天
津
県
議
事
会
遵
照
自
治
章
程
議
定
各
項
条
例
」
を
確
認
す
る
と
、
以
下
の
通
り
関
連
す
る
規
定
と
し
て
第
二
二
条
か
ら
第
三
七

条
が
存
在
す
る
。

【
天
津
県
議
事
会
遵
照
自
治
章
程
議
定
各
項
条
例
（
五
九
）】

　
　
　
　

第
二
二
条

　
　

 

人
民
に
代
わ
っ
て
困
苦
を
申
述
し
、
あ
る
い
は
本
会
か
ら
提
案
し
、
あ
る
い
は
当
該
人
民
が
文
書
で
求
め
た
な
ら
ば
、
均
し
く
本
会

が
当
該
事
項
の
困
苦
や
﹇
地
方
官
へ
﹈
上
達
で
き
な
い
証
拠
を
調
査
し
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
〔
凡
代
人
民
申
述
困
苦
、
或
由
本
会
提
議
、
或
該
人
民
具
説
帖
陳
請
、
均
須
由
本
会
査
明
該
事
項
困
苦
・
不
能
上
達
之
実
拠
。〕

　
　
　
　

第
二
三
条　
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本
会
が
人
民
に
代
わ
っ
て
困
苦
を
申
述
す
る
際
、
地
方
官
に
対
し
質
問
状
を
送
る
こ
と
が
で
き
、
地
方
官
は
こ
れ
に
回
答
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
〔
本
会
代
人
民
申
述
困
苦
、
得
対
於
地
方
官
上
書
質
問
、
地
方
官
応
解マ

マ

答
之
。〕

　
　
　
　

第
二
四
条

　
　

 

本
会
が
人
民
に
代
わ
っ
て
困
苦
を
申
述
す
る
際
、
官
庁
で
の
審
判
が
行
わ
れ
る
場
合
は
、
本
会
は
代
表
人
を
選
出
し
て
審
判
が
行
わ

れ
て
い
る
所
へ
送
り
、
そ
の
模
様
を
傍
聴
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
〔
本
会
代
人
民
申
述
困
苦
、
如
須
在
公
堂
審
判
、
本
会
得
挙
代
表
人
到
審
判
処マ

所マ

観
審
。〕

　　
　
　
　

第
二
五
条

　
　

民
事
上
の
争
議
に
つ
き
、
既
に
訴
訟
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
本
会
は
調
処
し
な
い
。

　
　
〔
凡
民
事
上
之
争
議
、
如
已
経
成
訟
、
無
論
曾
否
判
結マ

マ

、
本
会
概
不
調
処
。〕

　　
　
　
　

第
二
六
条

　
　

 

民
事
上
の
争
議
に
つ
い
て
、
事
情
が
重
大
で
な
く
、
あ
る
い
は
緊
急
で
な
い
場
合
、
会
期
中
で
な
け
れ
ば
受
け
付
け
て
議
論
す
る
こ

と
は
し
な
い
。　

　
　
〔
凡
民
事
上
之
争
議
、
如
非
事
体マ

マ

重
大
或
非
緊
急
、
不
在
会
期
中
、
概
不
収
議
。〕
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第
二
七
条

　
　

民
事
上
の
争
議
は
、
必
ず
両
当
事
者
が
均
し
く
本
会
に
よ
る
調
処
を
希
望
し
た
後
に
、
初
め
て
受
け
付
け
議
論
す
る
。

　
　
〔
凡
民
事
争
議
、
須
由
両
造
均
認
由
本
会
調
処
、
始
能
収
議
。〕

　
　
　
　

第
二
八
条

　
　

 

調
処
の
前
に
、
両
当
事
者
は
必
ず
願
書
を
提
出
し
、「
本
会
の
議
論
で
結
論
が
出
た
な
ら
ば
、
別
に
訴
訟
を
起
こ
さ
な
い
」
と
宣
言

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
本
会
が
会
議
を
開
い
て
も
多
数
回
議
決
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
議
論
を
止
め
、
両
当
事
者

が
自
ら
都
合
に
合
わ
せ
て
行
動
す
る
こ
と
を
許
す
。

　
　

 〔
調
処
之
前
、
両
造
須
各
具
願
書
声
明
情
願
、
由
本
会
公
議
遵
議
了
結
、
不
另
興
訟
。
如
本
会
開
議
多
次
不
能
議
決
者
、
即
行
停
議
、

仍
聴
両
造
自
便
。〕　

　
　
　
　

第
二
九
条

　
　

調
処
の
後
は
、
事
由
及
び
決
議
を
審
判
庁
へ
送
り
、
記
録
と
し
て
保
管
し
後
日
の
調
査
の
備
え
と
す
る
。

　
　
〔
調
処
之
後
、
応
将
事
由
及
決
議
移
送
審
判
庁
、
存
案
備
査
。〕

　
　
　
　

第
三
〇
条

　
　

 

民
事
の
争
議
が
、
本
会
の
調
処
を
経
た
後
で
別
に
訴
訟
と
な
っ
た
場
合
、
本
会
は
審
判
庁
に
対
し
て
、
当
該
案
件
の
判
決
理
由
を
質
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問
す
る
こ
と
が
で
き
、
審
判
庁
は
こ
れ
に
回
答
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
〔
凡
民
事
争
議
、
経
本
会
調
処
後
、
如
另
興
訟
、
本
会
得
対
於
審
判
庁
質
問
該
案
判
結マ

マ

之
理
由
、
審
判
庁
応
解
答
之
。〕

　
　
　
　

第
三
一
条

　
　

 

民
事
の
争
議
で
、
も
し
証
文
や
証
拠
と
な
る
も
の
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず
原
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、﹇
こ
の
書
証
は
﹈
本

会
が
調
べ
て
調
処
し
た
後
に
返
還
す
る
。

　
　
〔
凡
民
事
争
議
、
如
有
字
拠
・
為
証
者
、
須
将
源
字
拠
交
、
由
本
会
査
核
調
処
後
繳
還
。〕

　
　
　
　

第
三
二
条

　
　

両
当
事
者
の
争
い
は
、
各
々
事
実
の
概
要
を
意
見
書
と
し
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

　
　
〔
両
造
争
議
、
須
各
将
事
実
大
端
書
作
説
帖
。〕

　
　
　
　

第
三
三
条

　
　

 

争
議
を
調
処
す
る
に
際
し
て
、
も
し
対
面
で
質
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
本
会
が
そ
の
時
々
に
質
問
員
二
人
以
上
を
推
薦

し
、
会
場
で
質
問
さ
せ
る
。
そ
の
他
の
議
員
は
席
で
静
聴
し
、
質
問
が
終
わ
っ
て
か
ら
再
度
議
論
を
行
う
。

　
　

 〔
調
処
争
議
時
、
如
須
当
面
質
問
、
本
会
得
臨
時
公
推
質
問
員
二
人
以
上
、
在
会
場
質
問
。
其
他
議
員
、
在
座
静
聴
質
問
、
畢
再
行

公
議
。〕
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第
三
四
条

　
　

質
問
の
際
に
は
、
両
当
事
者
は
均
し
く
自
分
で
証
人
を
招
き
、
会
議
場
で
事
実
を
陳
述
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
〔
質
問
時
、
両
造
均
得
自
約
証
見
人
、
到
会
陳
説
事
実
。〕

　
　
　
　

第
三
五
条

　
　

争
議
に
際
し
て
調
査
す
べ
き
点
が
あ
る
場
合
は
、
本
会
は
董
事
会
に
こ
れ
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
〔
争
議
時
、
如
須
有
調
査
之
処
、
本
会
得
交
董
事
会
調
査
之
。〕

　
　
　
　

第
三
六
条

　
　

民
事
の
争
議
に
つ
い
て
、
本
会
は
事
情
を
酌
量
し
、
そ
れ
ぞ
れ
調
処
を
行
う
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
〔
凡
民
事
争
議
、
本
会
得マ

得マ

酌
量
情
形
、
分
別
調
処
与
否
。〕

　
　
　
　

第
三
七
条

　
　

 

当
事
者
あ
る
い
は
当
事
者
が
招
い
た
証
人
が
、
故
意
に
詐
欺
や
ず
る
賢
い
強
弁
を
行
っ
た
場
合
は
、
事
実
を
調
査
し
た
後
で
地
方
官

に
送
っ
て
処
罰
さ
せ
る
。

　
　
〔
争
議
人
或
争
議
人
自
約
之
証
見
人
、
如
有
故
意
欺
詐
、
狡
頼
情
事
、
査
実
後
送
交
地
方
官
懲
辦
。〕
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上
記
「
条
例
」
第
三
二
条
か
ら
第
三
七
条
を
見
る
と
、
全
体
と
し
て
具
体
的
な
調
停
手
続
を
定
め
て
お
り
、
天
津
県
議
会
の
議
事
会
は

地
域
内
で
発
生
し
多
数
の
住
民
に
関
わ
る
問
題
を
取
り
上
げ
て
討
議
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
個
人
間
の
具
体
的
な
紛
争
の
解
決
を
も
目
指
し

て
い
た
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
第
二
九
条
で
は
議
事
会
が
関
与
し
た
調
処
に
つ
い
て
理
由
や
結
論
を
審
判
庁
へ
送
付
し
て
保
管
さ
せ
る
と
あ
り
、
両
者
の
間
で

の
紛
争
解
決
に
関
す
る
繋
が
り
が
、
少
な
く
と
も
制
度
上
は
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
第
三
〇
条
で
は
議
事
会
で
の
調
停
後
審
判
庁
へ
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
議
事
会
は
審
判
庁
の
判
断
に
対
し
て
質
問
す
る

こ
と
が
で
き
、
逆
に
審
判
庁
は
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
規
定
が
定
め
ら
れ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
一

度
議
事
会
が
関
与
し
た
案
件
に
限
定
さ
れ
る
と
は
言
え
、
審
判
庁
に
一
定
の
影
響
を
与
え
る
余
地
が
あ
っ
た
点
で
天
津
県
議
会
議
事
会
の

権
限
に
お
い
て
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
地
方
議
会
と
い
う
新
し
い
議
論
の
場
は
、
紛
争
を
抱
え
た
当
事
者
達
が
主
張
を
闘
わ
せ
、
議
員
が
そ
れ
を
聞
い
て
判

断
を
下
す
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
も
想
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、「
草
案
」
第
三
五
条
が
「
民
事
上
の
争
議
を
調
処
」
と
「
人
民
の
困
苦
の
申
述
」
を
同
一
条
文
に
規
定
し
て
い
る
点
を
改
め

て
考
え
る
と
、
同
条
全
体
と
し
て
地
域
内
で
生
じ
た
問
題
・
紛
争
を
公
の
場
へ
持
ち
込
ん
で
議
論
し
解
決
を
図
る
趣
旨
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
地
方
行
政
（
あ
る
い
は
地
方
自
治
）
と
司
法
と
を
分
け
て
考
え
る
現
代
的
観
点
か
ら
す
る
と
違
和
感
の

あ
る
も
の
だ
が
、
民
間
で
の
紛
争
解
決
に
せ
よ
官
庁
で
の
法
廷
審
理
に
せ
よ
、
衆
目
の
あ
る
環
境
で
主
張
を
闘
わ
せ
る
と
い
う
点
で
見
れ

ば
伝
統
的
な
紛
争
解
決
手
法
と
よ
く
似
て
い
る
（
六
〇
）。

し
た
が
っ
て
、
基
本
的
な
観
点
に
お
い
て
は
両
者
が
共
通
し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
天
津
の
章
程
で
は
議
会
が
紛
争
解
決
を
し
裁
判
へ
介
入
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
が
、
同
じ
く
沿
海
部
の
開
港
場
と
し
て
発
展
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し
た
上
海
に
お
い
て
も
、
同
地
の
議
会
は
裁
判
に
介
入
す
る
余
地
が
あ
る
と
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
。

　

江
蘇
省
松
江
府
の
上
海
県
で
は
、
一
九
〇
五
年
に
（
そ
の
後
度
々
改
名
さ
れ
る
が
）「
上
海
総
工
程
局
」
と
通
称
さ
れ
る
自
治
団
体
が

設
置
さ
れ
た
（
六
一
）。「

工
程
局
」
に
は
議
会
・
参
事
会
等
の
組
織
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
運
営
す
る
た
め
に
「
上
海
総
工
程
局
議
会
章
程
」

や
「
上
海
総
工
程
局
参
事
会
章
程
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
に
議
会
や
参
事
会
が
裁
判
に
関
与
し
得
る
と
し
た
規
定

が
見
ら
れ
る
。

【
上
海
総
工
程
局
議
会
章
程
】

　
　
　
　

第
一
二
節
（
六
二
）

　
　

 

議
会
は
、
参
事
会
に
お
け
る
現
行
の
事
務
と
議
決
案
件
が
実
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
収
支
の
当
否
、
正
当
な
裁
判
が
な
さ
れ
て

い
る
か
、
そ
の
公
平
性
・
妥
当
性
に
つ
い
て
、
均
し
く
監
督
及
び
質
問
の
権
限
を
有
す
る
。

　
　

 〔
凡
議
会
、
於
参
事
会
現
行
之
事
務
及
議
決
事
件
之
曾
否
実
行
、
収
支
之
是
否
、
正
当
裁
判
之
是
否
・
公
允
、
均
有
監
督
及
質
問
之

権（
六
三
）。〕　

　
　
　
　

第
一
六
節

　
　

 

訴
え
の
あ
っ
た
案
件
に
お
い
て
、
も
し
裁
判
官
に
実
施
に
際
し
て
失
当
が
あ
れ
ば
、
参
事
会
議
長
は
﹇
議
事
と
し
て
﹈
提
起
し
議
会

で
審
議
す
る
。
議
会
で
の
議
決
を
経
て
誤
り
を
糾
す
べ
き
と
さ
れ
た
場
合
は
、
参
事
会
議
長
が
こ
れ
を
執
行
す
る
。

　
　

 〔
凡
控
訴
案
件
、
如
裁
判
官
有
施
行
失
当
之
処
、
応
由
参
事
会
議
長
交
議
会
開
議
。
経
議
会
議
決
而
応
行
糾
正
者
、
則
由
参
事
会
議
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長
執
行
之
（
六
四
）。〕

　

こ
こ
で
は
、
裁
判
官
の
判
断
に
失
当
が
あ
っ
た
場
合
に
、
総
工
程
局
議
会
・
参
事
会
が
介
入
し
て
案
件
を
審
議
・
執
行
す
る
と
定
め
ら

れ
て
い
る
。
天
津
の
よ
う
に
議
会
が
直
接
紛
争
解
決
を
担
う
と
ま
で
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
工
程
局
議
会
が
事
後
的
に
裁
判
へ
介
入

で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
点
が
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
現
代
日
本
の
地
方
議
会
よ
り
も
大
き
な
権
限
を
有
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
天
津
と
上
海
と
い
う
二
つ
の
モ
デ
ル
地
域
に
お
け
る
議
会
の
権
限
を
見
る
と
、
紛
争
の
解
決
そ
れ
自
体
を
行
う
と
い
う
直

接
的
手
段
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
役
割
を
専
門
的
に
担
う
裁
判
官
の
判
断
に
対
し
て
関
与
す
る
と
い
う
間
接
的
手
段
で
あ
る
か

と
い
う
点
は
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
議
会
も
地
域
内
で
発
生
し
た
紛
争
の
解
決
に
対
し
て
一
定
の
権
限
を
有
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い

る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
沿
海
部
大
都
市
と
い
う
モ
デ
ル
地
域
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
地
方
議
会
に

は
、
元
来
そ
う
し
た
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

但
し
、
地
方
議
会
及
び
そ
れ
に
類
す
る
組
織
の
全
て
が
こ
の
よ
う
に
紛
争
解
決
や
裁
判
に
関
与
で
き
た
と
言
え
な
い
点
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。
具
体
的
な
時
期
は
不
明
だ
が
、
光
緒
末
年
と
考
え
ら
れ
る
景
州
（
直
隷
省
河
間
府
）
の
「
景
州
地
方
公
議
局
試
辦
簡
章
」
に

は
、
地
方
の
公
正
な
紳
士
が
公
共
の
利
益
に
つ
い
て
議
論
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
公
議
局
に
つ
い
て
、「
本
局
は
、
専
ら
地
方
の
公
事

に
つ
い
て
議
論
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。
よ
っ
て
、
訴
訟
案
件
及
び
個
人
の
私
事
に
関
す
る
問
題
は
全
て
受
理
し
な
い
〔
本
局
専
為
会

議
地
方
公
事
而
設
。
至
於
詞
訟
案
件
以
及
個
人
私
事
等
、
一
概
不
准
（
六
五
）〕」

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
沙
汰
や
個
人
間
の
紛
争
に
は
関
与

し
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
議
会
と
紛
争
解
決
あ
る
い
は
裁
判
と
の
関
係
も
ま
た
各
地
域
に
よ
り
大
き
く
異
な

る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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そ
し
て
、
息
訟
公
所
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
公
所
は
紛
争
解
決
を
専
門
的
に
扱
い
地
方
官
の
業
務
の
補
助
組
織
や
そ
れ
に
近
い
と
い

う
、
位
置
付
け
と
し
て
は
弱
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
地
方
議
会
は
紛
争
解
決
を
専
門
に
扱
う
訳
で
は
な
く
、
ま
た
裁
判
官
や
裁

判
所
と
対
等
か
そ
れ
に
近
い
と
い
う
強
い
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
息
訟
公
所
は
名
称
か
ら
し
て
従
来

型
の
組
織
と
い
う
色
彩
が
強
く
、
職
員
の
選
任
手
法
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
も
の
の
、
選
挙
の
よ
う
な
公
開
さ
れ
た
手
続
を
経
て

専
任
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
に
対
し
、
地
方
議
会
は
（
種
類
は
様
々
で
あ
る
も
の
の
）
名
称
自
体
が
新
し
く
、
構
成
員
で
あ
る
議
員

も
現
在
の
よ
う
に
選
挙
権
・
被
選
挙
権
が
広
く
行
き
渡
っ
て
は
な
い
が
選
挙
を
経
て
選
任
さ
れ
る
点
に
違
い
が
存
在
す
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
い
ず
れ
も
現
地
の
エ
リ
ー
ト
層
が
組
織
の
中
核
に
な
る
点
や
対
象
が
（
伝
統
的
な
「
戸
婚
田
土
細
案
」
に
近
い
）
民
事

上
の
紛
争
と
さ
れ
る
点
で
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
人
的
基
盤
や
組
織
・
制
度
の
目
的
自
体
は
両
者
に
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
章　

地
方
議
会
の
全
国
的
波
及
と
そ
こ
で
の
紛
争
解
決
の
あ
り
方

　

本
章
で
は
、
天
津
・
上
海
両
地
域
に
お
い
て
地
方
議
会
に
付
与
さ
れ
た
紛
争
解
決
及
び
裁
判
へ
の
介
入
と
い
っ
た
権
能
が
、
地
方
議
会

の
全
国
波
及
と
い
う
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
を
取
り
上
げ
る
。

　

上
述
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
天
津
及
び
上
海
と
い
う
二
つ
の
近
代
化
モ
デ
ル
地
区
に
お
い
て
は
現
地
の
地
方
議
会
が
紛
争
解
決
を
可

能
と
す
る
あ
る
い
は
裁
判
所
に
介
入
で
き
る
と
い
う
制
度
設
計
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
清
朝
は
光
緒
末
年
か
ら
宣
統
年
間
に
か
け
て
地
方

議
会
の
設
置
を
全
国
規
模
で
目
指
す
段
階
に
至
っ
た
。
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ま
ず
、
地
方
議
会
に
関
す
る
成
文
規
定
は
、
い
ず
れ
も
同
時
期
の
日
本
に
お
け
る
地
方
制
度
を
定
め
た
市
制
・
町
村
制
や
府
県
制
と
い

っ
た
各
種
法
律
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
が
定
め
ら
れ
た
（
六
六
）。

先
に
一
九
〇
九
年
一
月
一
八
日
（
光
緒
三
四
年
一
二
月
二
七
日)

に
上
奏
さ
れ

た
の
は
末
端
の
行
政
区
域
で
の
地
方
自
治
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
城
鎮
郷
（
六
七
）地

方
自
治
章
程
」
で
あ
り
（
六
八
）、

続
い
て
一
九
一
〇
年
二
月
六
日

（
宣
統
元
年
一
二
月
二
七
日
）
に
は
広
域
の
行
政
区
画
に
お
け
る
地
方
自
治
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
府
庁
州
県
地
方
自
治
章
程
」
が
上
奏

さ
れ
た
（
六
九
）。

　

こ
れ
ら
の
中
で
紛
争
解
決
に
関
連
し
て
い
る
の
は
、
前
者
で
は
城
鎮
郷
董
事
会
の
議
決
権
限
を
規
定
し
た
第
三
六
条
第
九
項
（
七
〇
）、

後
者
で

は
府
庁
州
県
参
事
会
の
職
務
権
限
を
規
定
し
た
第
四
五
条
第
五
項
・
第
六
項
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
【
城
鎮
郷
地
方
自
治
章
程
】
第
三
六
条
（
七
一
）

　
　

城
鎮
郷
議
事
会
が
議
決
す
べ
き
事
件
は
、
左
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
〔
城
鎮
郷
議
事
会
応
行
議
決
事
件
如
左
。〕

　
　
　
　
（
一
〜
八
項
は
省
略
）

　
　

九　

城
鎮
郷
全
体
に
渡
る
、
官
に
赴
い
て
す
る
訴
訟
及
び
和
解
さ
せ
る
事
案

　
　
　
　
〔
関
渉
城
鎮
郷
全
体
赴
官
訴
訟
及
和
解
之
事
〕

　
【
府
庁
州
県
地
方
自
治
章
程
】
第
四
五
条
（
七
二
）

　
　

府
庁
州
県
参
事
会
が
処
理
す
べ
き
事
件
は
、
左
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。
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〔
府
庁
州
県
参
事
会
応
辦
事
件
如
左
。〕

　
　
　
　
（
一
〜
四
項
は
省
略
）

　
　

五　

府
庁
州
県
全
体
の
訴
訟
及
び
和
解
事
件
に
つ
い
て
議
決
す
る

　
　
　
　
〔
議
決
本
府
庁
州
県
全
体
訴
訟
及
其
和
解
事
件
〕

　
　

六　

城
鎮
郷
の
自
治
権
限
に
関
す
る
争
議
事
件
に
つ
い
て
仲
裁
し
、
和
解
さ
せ
る

　
　
　
　
〔
公
断
・
和
解
城
鎮
郷
自
治
之
権
限
争
議
事
件
〕

　

以
上
の
規
定
よ
り
、
城
鎮
郷
レ
ベ
ル
に
せ
よ
府
庁
州
県
に
せ
よ
、
区
域
全
体
に
関
す
る
訴
訟
案
件
は
現
地
の
地
方
議
会
が
関
与
し
得
る

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
一
方
で
、
個
人
間
紛
争
の
解
決
ま
で
を
も
対
象
と
す
る
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
規
定
は
地
方
官
僚
に
と
っ
て
も
実
施
に
際
し
て
解
釈
に
迷
っ
た
よ
う
で
、
そ
う
し
た
疑
義
を
中
央
政
府
へ
呈
し
て
い

る
。
具
体
的
な
時
期
は
不
明
だ
が
、
直
隷
総
督
が
中
央
政
府
で
立
憲
体
制
・
法
制
度
の
調
査
や
制
定
準
備
を
行
う
機
関
で
あ
っ
た
憲
政
編

査
館
に
対
し
、「
城
鎮
郷
地
方
自
治
章
程
」
第
三
六
条
第
九
項
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
電
報
で
の
照
会
を
行
っ
て
い
る
。

　　
　

 「
城
鎮
郷
地
方
自
治
章
程
」
第
三
六
条
第
九
項
で
の
、
城
鎮
郷
全
体
に
渡
る
官
に
赴
い
て
す
る
訴
訟
及
び
そ
の
和
解
さ
せ
る
事
案
と

い
う
規
定
は
、
議
事
会
が
自
ら
当
事
者
と
な
っ
て
全
体
を
代
表
し
、
官
に
赴
い
て
す
る
訴
訟
及
び
そ
の
事
案
の
和
解
に
つ
い
て
議
決

す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
﹇
当
事
者
の
﹈
間
に
割
っ
て
入
る
地
位
に
あ
っ
て
、
人
民
が
官
に
赴
い
て
す
る
訴
訟
を
調
処
し
、
及

び
そ
の
事
件
を
和
解
さ
せ
る
も
の
な
の
か
。
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 〔
城
鎮
郷
地
方
自
治
章
程
第
三
十
六
条
第
九
項
、
関
渉
城
鎮
郷
全
体
赴
官
訴
訟
及
其
和
解
之
事
一
項
、
是
否
議
事
会
自
為
当
事
者
代

表
全
体
、
議
決
赴
官
訴
訟
及
其
和
解
事
、
抑
立
於
居
間
之
地
位
、
調
処
人
民
赴
官
訴
訟
及
其
和
解
事
件
（
七
三
）。〕

　

こ
の
直
隷
総
督
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
憲
政
編
査
館
は
以
下
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

　
　

 

第
三
六
条
﹇
第
﹈
九
項
の
解
釈
に
つ
い
て
、﹇
同
規
定
は
﹈
城
鎮
郷
の
自
治
全
体
と
し
て
官
に
赴
き
訴
訟
を
す
べ
き
か
否
か
、
及
び

訴
訟
を
し
て
和
解
す
べ
き
か
否
か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
均
し
く
議
事
会
の
権
限
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
議
決
後
に
初

め
て
当
該
﹇
議
事
﹈
会
が
城
鎮
郷
全
体
を
代
表
し
て
処
理
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
議
事
会
に
つ
い
て
、﹇
当
事
者
の
﹈
間
に
割

っ
て
入
る
地
位
に
あ
り
、﹇
そ
の
た
め
に
﹈
人
民
が
官
に
赴
い
て
す
る
訴
訟
の
調
処
及
び
そ
の
事
件
を
和
解
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。

　
　

 〔
第
三
十
六
条
九
項
解
釈
、
係
城
鎮
郷
自
治
全
体
、
応
否
赴
官
訴
訟
、
及
訴
訟
応
否
和
解
、
均
須
帰
議
事
会
、
議
決
後
始
由
該
会
代

表
城
鎮
郷
全
体
辦
理
之
謂
。
至
議
事
会
、
並
非
居
間
之
地
位
、
調
処
人
民
赴
官
訴
訟
及
其
和
解
事
件
（
七
四
）。〕

　

こ
の
よ
う
に
、
憲
政
編
査
館
は
「
城
鎮
郷
自
治
章
程
」
第
三
六
条
第
九
項
に
つ
い
て
、
城
鎮
郷
議
事
会
が
個
人
間
に
お
け
る
紛
争
の
解

決
を
行
う
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
区
域
全
体
の
利
益
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
官
へ
の
訴
訟
の
提
起
・
進
行
や
和
解
を
行
う
権
限
が

あ
る
と
い
う
趣
旨
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
上
述
し
た
天
津
県
議
会
や
上
海
総
工
程
局
議
事
会
の
規
定
と
比
較
す
る
と
、
個
人
間
の
紛
争
解
決
を
行
う
と
す
る
規
定
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や
裁
判
へ
の
介
入
を
可
能
と
す
る
規
定
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
対
象
範
囲
や
権
限
は
狭
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
全
国

に
地
方
議
会
を
波
及
さ
せ
る
過
程
で
、
天
津
や
上
海
の
議
会
が
有
し
て
い
た
よ
う
な
個
人
間
紛
争
を
解
決
す
る
あ
る
い
は
裁
判
に
介
入
す

る
権
限
は
、
城
鎮
郷
董
事
会
や
府
庁
州
県
参
事
会
か
ら
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
七
五
）。

　

し
か
し
、
実
際
に
設
置
さ
れ
た
各
地
の
地
方
議
会
で
両
自
治
章
程
に
規
定
さ
れ
た
通
り
個
人
間
の
紛
争
解
決
を
対
象
と
し
て
い
な
か
っ

た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
。
や
や
後
の
一
九
三
〇
年
代
で
は
あ
る
が
、
中
華
民
国
期
の
政
治
家
で
あ
り
地
方
行
政

分
野
に
明
る
い
政
治
学
者
で
も
あ
っ
た
董
修
甲
（
七
六
）は

、
こ
の
点
に
関
し
て
一
つ
の
興
味
深
い
言
及
を
し
て
い
る
。

　

彼
は
一
九
三
七
年
の
著
書
に
お
い
て
、
清
末
の
城
鎮
郷
議
事
会
が
有
し
た
職
権
と
し
て
、
自
治
規
約
の
制
定
・
予
算
の
審
議
・
選
挙
・

董
事
会
に
対
す
る
監
察
や
地
方
官
に
対
す
る
意
見
陳
述
と
並
び
、「
争
議
を
解
決
し
糾
紛
を
調
解
す
る
〔
解
決
争
議
調
解
糾
紛
〕」
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
（
七
七
）。

　

ま
た
、
府
庁
州
県
参
事
会
の
職
権
に
つ
い
て
も
、
議
事
会
の
決
議
の
執
行
手
続
に
関
す
る
議
決
・
議
事
会
か
ら
委
託
さ
れ
た
議
事
の
議

決
・
地
方
長
官
か
ら
送
ら
れ
た
議
事
へ
の
議
決
等
の
他
、「
争
い
を
仲
裁
し
、
紛
争
を
調
停
す
る
〔
公
断
争
執
、
調
解
紛
糾
〕」
こ
と
を
挙

げ
る
（
七
八
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
城
鎮
郷
議
事
会
や
府
庁
州
県
参
事
会
が
紛
争
解
決
を
担
う
と
い
う
指
摘
は
、「
城
鎮
郷
地
方
自
治
章
程
」
や

「
府
庁
州
県
地
方
自
治
章
程
」
の
規
定
内
容
と
は
一
致
し
な
い
。
よ
っ
て
当
該
記
述
は
董
修
甲
の
記
憶
あ
る
い
は
認
識
の
間
違
い
と
い
う

可
能
性
が
あ
る
一
方
、
民
国
期
に
お
け
る
地
方
行
政
の
専
門
家
と
い
う
経
歴
か
ら
す
れ
ば
、
直
前
の
清
末
に
お
け
る
地
方
議
会
運
営
の
実

際
の
状
況
を
記
述
し
て
い
た
と
も
考
え
得
る
（
七
九
）。

し
た
が
っ
て
、
中
央
で
定
め
ら
れ
た
「
城
鎮
郷
地
方
自
治
章
程
」
や
「
府
庁
州
県
地
方
自

治
章
程
」
で
は
明
確
に
紛
争
解
決
を
業
務
と
規
定
し
て
い
な
く
と
も
、
実
際
の
現
場
に
お
け
る
運
用
に
お
い
て
紛
争
解
決
を
行
っ
て
い
た
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可
能
性
に
つ
い
て
は
別
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
地
方
組
織
・
機
関
が
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
董
修
甲
は
、
地
方
自
治
体
と
三
権
分
立
と
の
関
係
の
説
明
に
お
い
て
、
中
華
民
国
期
に
設
置
さ
れ
た
調
解
委
員

会
を
例
に
出
し
、
諸
外
国
の
制
度
と
を
比
較
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

司
法
に
関
し
て
は
、
各
国
で
多
く
統
一
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
も
し
地
方
に
﹇
司
法
権
を
﹈
分
け
て
担
当
さ
せ
た
な
ら
ば
、
次
に
列

挙
す
る
弊
害
が
あ
る
。

　
　
　
（
一
）
法
律
平
等
の
原
則
を
保
持
で
き
な
い
。　

　
　
　
（
二
）
地
方
の
人
士
が
裁
判
官
を
担
当
す
る
と
、
容
易
に
弊
害
が
起
こ
る
。

　
　
　
（
三
）
各
地
方
の
人
士
が
罪
を
犯
し
た
後
、
常
に
難
を
避
け
て
自
己
の
案
情
が
有
利
な
地
方
へ
行
っ
て
し
ま
う
。　

　
　

 

上
述
の
弊
害
に
よ
り
、
各
国
で
は
皆
﹇
中
央
と
地
方
と
で
の
﹈
司
法
の
分
権
に
賛
成
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
団
体

が
司
法
機
関
に
協
力
・
助
力
す
る
た
め
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
調
解
委
員
会
を
組
織
し
、
も
っ
て
そ
の
地
方
の
人
民
の
紛
争
を

解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
我
が
国
は
こ
の
方
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
〔
関
於
司
法
、
各
国
多
主
張
統
一
、
因
為
若
帰
地
方
分
任
、
則
有
下
列
之
弊
端
。　

　
　
　
（
一
）
不
能
保
持
法
律
平
等
的
原
則
。

　
　
　
（
二
）
地
方
人
士
担
任
法
官
、
容
易
循
情
舞
弊
。

　
　
　
（
三
）
各
地
方
人
士
犯
罪
後
、
常
避
往
対
於
自
己
案
情
有
利
的
地
方
去
。　
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因
為
有
上
述
弊
端
原
故
、
所
以
各
国
均
不
賛
成
司
法
分
立
。
不
過
地
方
団
体
為
了
協
助
司
法
機
関
起
見
、
得
組
織
調
解
委
員
会
、
以

解
決
本
地
方
人
民
的
糾
紛
。
我
国
就
採
取
此
項
辦
法
（
八
〇
）。〕

　

こ
こ
で
董
修
甲
は
、
司
法
権
を
地
方
団
体
に
付
与
し
た
場
合
の
弊
害
に
よ
り
他
の
各
国
で
は
そ
う
し
た
例
は
見
ら
れ
な
い
と
し
つ
つ
、

中
華
民
国
で
は
司
法
機
関
に
対
し
て
協
力
・
助
力
す
る
た
め
、
地
方
団
体
が
地
域
の
人
々
の
紛
争
を
解
決
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
る
。
こ

の
点
、
州
の
独
立
性
が
強
く
、
連
邦
裁
判
所
と
州
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
司
法
権
を
有
す
る
米
国
の
よ
う
な
例
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い

が
、
正
規
の
裁
判
機
関
を
補
助
す
る
目
的
で
地
方
組
織
が
紛
争
解
決
を
行
う
と
い
う
の
は
近
代
法
導
入
以
前
の
清
代
中
国
法
に
お
け
る
手

法
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
彼
個
人
の
特
殊
な
考
え
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
近
代
化
以
前
の
清
代
中
国
に
お
け
る
民
間
の
紛
争
解
決
及
び
官
庁
に
お
け
る
裁
判
の
手
法
に
目
を
向
け
る
と
、
現
地
の
住
民
等

に
よ
る
紛
争
解
決
で
は
周
囲
に
大
勢
の
人
々
が
い
る
中
で
当
事
者
達
が
お
互
い
の
主
張
を
す
る
と
い
う
光
景
が
、
管
轄
の
地
方
官
庁
に
お

い
て
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
公
開
の
法
廷
で
現
地
の
住
民
か
ら
成
る
大
勢
の
傍
聴
人
が
い
た
光
景
が
、
そ
れ
ぞ
れ
想
起
さ
れ
る
（
八
一
）。

し

た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
大
勢
の
住
民
の
目
が
あ
る
中
で
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う
手
法
は
、
地
方
議
会
と
い
う
（
直
接
的
に
は
議
員
た
る

エ
リ
ー
ト
・
名
望
家
層
に
限
ら
れ
る
も
の
の
）
現
地
の
人
々
が
参
加
す
る
公
開
の
場
に
お
い
て
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う
仕
組
み
と
比
較

す
る
な
ら
、
基
本
的
な
発
想
が
類
似
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
も
公
開
の
場
で
問
題
が
主
張
・
討
議
さ
れ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
点
に
お
い
て
、
議
会
で
の
紛
争
解
決
と
い
う
手
法
は
現
代
日
本
に
生
き
る
我
々
が
考
え
る
よ
り
も
清
末
の
人
々

に
と
っ
て
馴
染
み
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
点
が
地
方
議
会
で
の
調
停
と
い
う
制
度
が
存
在
し
た
背
景
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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加
え
て
、
正
規
の
裁
判
機
関
の
他
に
住
民
や
地
方
自
治
体
が
紛
争
解
決
に
参
与
す
る
手
法
自
体
は
、
日
本
の
戦
前
期
に
存
在
し
た
各
種

調
停
制
度
に
も
見
ら
れ
た
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在
意
義
は
国
を
超
え
て
共
通
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（
八
二
）。

但
し
、
日
本

の
場
合
は
根
拠
と
な
る
法
令
を
整
備
し
た
後
、
そ
れ
に
従
っ
て
個
別
に
調
停
組
織
を
作
る
と
い
う
方
向
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
清
末
中

国
に
お
け
る
地
方
議
会
の
場
合
は
、
既
存
の
組
織
を
調
停
業
務
に
充
て
る
と
い
う
点
で
発
想
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

結
語

　

以
上
、
清
代
末
期
の
息
訟
公
所
と
地
方
議
会
に
つ
い
て
、
主
に
そ
の
制
度
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し
た
。
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
点

は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

一
点
目
は
、
息
訟
公
所
の
性
質
で
あ
る
。
清
末
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
近
代
式
の
訴
訟
制
度
の
下
で
は
調
停
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
な

い
一
方
、
一
部
の
地
方
で
は
現
地
の
エ
リ
ー
ト
・
名
望
家
を
主
な
担
い
手
と
し
た
組
織
に
よ
っ
て
紛
争
解
決
が
試
み
ら
れ
た
。
清
末
以
前

に
も
地
域
内
で
生
じ
た
紛
争
の
解
決
が
そ
う
し
た
人
々
及
び
そ
の
他
の
住
民
達
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
息
訟
公
所
は
前

近
代
以
来
の
紛
争
解
決
手
法
を
引
き
継
ぐ
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
息
訟
公
所
の
よ
う
な
「
紛
争
解
決
」
に
特
化
し
た
常
設
の
機
関
を
設
置
す
る
動
き
は
、
こ
の
時
期
に
初
め
て
見
ら
れ

た
。
ま
た
、
息
訟
公
所
の
設
置
の
目
的
が
「
地
方
自
治
」
と
い
う
西
洋
由
来
の
国
家
統
治
概
念
の
推
進
と
そ
れ
に
伴
う
国
家
体
制
の
変
革

の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
点
も
従
来
に
は
な
い
特
徴
で
あ
る
。
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二
点
目
は
、
地
方
議
会
に
お
け
る
紛
争
解
決
が
制
度
上
想
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
想
定
さ
れ
得
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
従

来
、
清
末
の
地
方
議
会
の
職
務
に
紛
争
解
決
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
本

稿
で
は
天
津
と
い
う
限
ら
れ
た
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
議
会
の
運
営
規
則
か
ら
よ
り
具
体
的
な
制
度
に
迫
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で

は
、
単
に
地
域
全
体
と
し
て
解
決
す
べ
き
問
題
を
議
論
す
る
の
み
な
ら
ず
、
個
人
間
の
紛
争
に
つ
い
て
も
お
互
い
に
主
張
を
闘
わ
せ
、
両

者
を
調
停
す
る
機
能
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
組
織
の
特
徴
は
、
地
域
内
で
発
生
し
た
紛
争
を
そ
の
都
度
第
三
者
が
関
与
し
て
処
理
す
る
と
い
う
従
来
型
の
ア
ド
ホ
ッ
ク
な

紛
争
解
決
と
比
較
す
れ
ば
、
常
設
の
機
関
に
よ
り
な
さ
れ
る
点
で
高
度
化
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
中
国
に
お
け
る
調
停
を
よ
り
精
緻
な

も
の
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
紹
介
し
た
清
末
に
お
け
る
息
訟
公
所
と
地
方
議
会
は
、
そ

の
後
の
中
華
民
国
に
お
け
る
「
息
訟
会
」
や
「
調
解
委
員
会
」、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
「
人
民
調
解
」
と
い
っ
た
紛
争
解
決
組
織
・

制
度
の
萌
芽
や
先
駆
け
、
あ
る
い
は
準
備
段
階
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

緒
言
で
述
べ
た
通
り
、
清
末
に
西
洋
近
代
式
の
裁
判
制
度
の
導
入
が
目
指
さ
れ
る
一
方
、
確
か
に
国
家
全
体
と
し
て
の
統
一
的
な
調
停

制
度
や
そ
の
根
拠
と
な
る
成
文
法
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
当
時
の
清
に
お
い
て
裁
判
以
外
の
紛
争
解
決
の
仕
組

み
に
何
も
手
を
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
試
み
は
地
方
で
エ
リ
ー
ト
層
を
中
心
に
据
え
て
な
さ
れ
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。　
　

　

一
方
で
、
な
お
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
ま
ず
、
息
訟
公
所
と
地
方
議
会
の
い
ず
れ
も
制
度
面
で
の
考
察
に
止
ま
り
、
運
用
面
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
制
度
に
つ
い
て
解
明
で
き
た
の
も
一
部
の
地
域
に
止
ま
る
。
さ
ら
に
、
本
稿

で
は
息
訟
公
所
と
地
方
議
会
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
と
し
て
扱
っ
た
が
、
設
置
時
期
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
両
者
の
関
係
性
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に
つ
い
て
は
よ
り
具
体
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
八
三
）。

　

た
だ
、
そ
れ
ら
の
解
明
に
は
よ
り
多
く
の
文
献
を
調
査
・
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
他

日
を
期
し
て
行
い
た
い
。

　

参
照
文
献
（
日
本
語
読
み
五
十
音
及
び
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）

　
　
「
史
料
」

・ 『
河
南
白
話
科
学
報
』（
影
印
版
、
中
国
、
全
国
報
刊
索
引
（U

R
L

：http://w
w

w
.cnbksy.net/

）、
二
〇
二
三
年
八
月
三
〇
日
最
終
閲
覧
）

・ 『
江
蘇
自
治
公
報
類
編
』（
沈
雲
龍
主
編
『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
五
三
輯
第
五
二
一
冊
）（
影
印
版
、
台
湾
、
文
海
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）

・『
湖
北
省
志
（
司
法
）』（
中
国
、
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）

・『
湖
南
省
志
（
政
法
志
・
司
法
行
政
）』（
中
国
、
湖
南
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）

・
徐
秀
麗
編
『
中
国
近
代
郷
村
自
治
法
規
選
編
』（
中
国
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
）

・『
申
報
』（
中
国
、
上
海
）

・『
大
公
報
（
天
津
）』（
中
国
、
天
津
）

・『
銅
山
県
志
（
民
国
）』（
影
印
版
、
中
国
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）

・『
東
方
雑
誌
』（
復
刻
版
、
台
湾
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
六
年
）

・『
武
漢
市
志
（
政
法
志
）』（
中
国
、
武
漢
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）

・『
北
洋
官
報
』（
影
印
版
、
中
国
、
全
国
報
刊
索
引
（U

R
L

：http://w
w

w
.cnbksy.net/

）、
二
〇
二
三
年
八
月
三
〇
日
最
終
閲
覧
）
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・ 『
北
洋
公
牘
類
纂
』（
沈
雲
龍
主
編
『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
八
六
輯
第
八
五
七
冊
）（
影
印
版
、
台
湾
、
文
海
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）

　
　
「
研
究
書
・
論
文
」

・
石
川
一
三
夫
・
矢
野
達
雄
編
著
『
裁
判
と
自
治
の
法
社
会
史
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）

・ 

王
泰
升
「
再
訪
台
湾
的
調
解
制
度
―
以
日
治
時
期
対
伝
統
的
現
代
化
転
訳
為
中
心
」（
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
『
台
湾
史
研
究
』
第
二
五
巻
第
一
期

（
台
湾
、
二
〇
一
八
年
三
月
））

・
何
勤
華
主
編
『
近
代
中
国
法
』（
下
冊
）（『
法
律
文
明
史
』
シ
リ
ー
ズ
第
一
一
巻
、
中
国
、
商
務
印
書
館
、
二
〇
二
二
年
）

・
川
口
由
彦
編
著
『
調
停
の
近
代
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）

・
韓
寧
『
中
国
の
調
停
制
度
―
日
本
・
米
国
と
の
比
較
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）

・ 

貴
志
俊
彦
「「
北
洋
新
政
」
体
制
下
に
お
け
る
地
方
自
治
制
の
形
成
―
天
津
県
に
お
け
る
各
級
議
会
の
成
立
と
そ
の
限
界
」（
横
山
英
他
編
『
中
国
の
近

代
化
と
政
治
的
統
合
』（
渓
水
社
、
一
九
九
二
年
））

・
久
保
茉
莉
子
『
中
国
の
近
代
的
刑
事
裁
判
―
刑
事
司
法
改
革
か
ら
み
る
中
国
近
代
法
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）

・
黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明
治
日
本
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）

・
小
口
彦
太
・
田
中
信
行
『
現
代
中
国
法
（
第
二
版
）』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）

・
佐
伯
富
「
清
代
の
郷
約
・
地
保
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』
第
二
八
輯
、
一
九
六
四
年
七
月
）

・
滋
賀
秀
三
『
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）

・
島
田
正
郎
『
清
末
に
お
け
る
近
代
的
法
典
の
編
纂
』（
創
文
社
、
一
九
八
〇
年
）

・
春
楊
『
晩
清
郷
土
社
会
民
事
糾
紛
調
解
制
度
研
究
』（
中
国
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）

・
徐
友
春
主
編
『
民
国
人
物
大
辞
典
』（
中
国
、
河
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
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・ 
孫
安
石
「「
上
海
城
廂
内
外
総
工
程
局
」
か
ら
「
上
海
城
廂
内
外
自
治
公
所
」
へ
―
そ
の
移
行
の
プ
ロ
セ
ス
を
中
心
と
し
て
」（『
中
国
研
究
月
報
』
一
九

九
四
年
二
月
号
）

・
戴
炎
輝
『
清
代
台
湾
之
郷
治
』（
台
湾
、
聯
経
出
版
、
一
九
七
九
年
）

・
髙
見
澤
磨
『
現
代
中
国
の
紛
争
と
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）

・
髙
見
澤
磨
「
調
停
か
ら
見
る
中
国
近
世
・
近
代
」（
前
掲
川
口
由
彦
編
著
『
調
停
の
近
代
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
第
六
章
）

・
髙
見
澤
磨
他
『
現
代
中
国
法
入
門
（
第
九
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
二
年
）

・
田
中
比
呂
志
『
近
代
中
国
の
政
治
統
合
と
地
域
社
会
―
立
憲
・
地
方
自
治
・
地
域
エ
リ
ー
ト
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

・
寺
田
浩
明
『
中
国
法
制
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）

・ 

土
居
智
典
「
光
緒
新
政
時
期
の
清
朝
中
央
に
よ
る
地
方
統
治
と
省
財
政
機
関
の
再
編
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
四
四
号 （
二

〇
一
六
年
三
月
））

・
董
修
甲
『
中
国
地
方
自
治
問
題
』（
中
国
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
）

・
中
島
楽
章
『
明
代
郷
村
の
紛
争
と
秩
序
―
徽
州
文
書
を
史
料
と
し
て
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）

・
中
村
茂
夫
「
伝
統
中
国
法
＝
雛
型
説
に
対
す
る
一
試
論
」（『（
新
潟
大
学
）
法
政
理
論
』
第
一
二
巻
第
一
号
（
一
九
七
九
年
六
月
））

・
仁
井
田
陞
『
補
訂
中
国
法
制
史
研
究
―
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
）

・
西
英
昭
『
近
代
中
華
民
国
法
制
の
構
築
―
習
慣
調
査
・
法
典
編
纂
と
中
国
法
学
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）

・
林
真
貴
子
『
近
代
日
本
に
お
け
る
勧
解
・
調
停
―
紛
争
解
決
手
続
の
歴
史
と
機
能
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
）

・
三
木
聰
『
明
清
福
建
農
村
社
会
の
研
究
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
）

・
三
阪
佳
弘
編
『「
前
段
の
司
法
」
と
そ
の
担
い
手
を
め
ぐ
る
比
較
法
史
研
究
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）

・
山
田
賢
『
移
住
民
の
秩
序
―
清
代
四
川
地
域
社
会
史
研
究
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
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・
山
本
進
『
清
代
財
政
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）

・
熊
遠
報
『
清
代
徽
州
地
域
社
会
史
研
究
―
境
界
・
集
団
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
秩
序
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）

・
吉
澤
誠
一
郎
『
天
津
の
近
代
―
清
末
都
市
に
お
け
る
政
治
文
化
と
社
会
統
合
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）

・
吉
見
崇
『
中
国
司
法
の
政
治
史1928

―1949

』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）

・
羅
澍
偉
主
編
『
近
代
天
津
城
市
史
』（
中
国
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）

・A
rthur H

. Sm
ith, C

hinese C
haracteristics, Shanghai, N

orth‒C
hina H

erald, 1890

・ D
avid C

. B
 B

uxbaum
,“Som

e A
spects of C

ivil Procedure and Practice at the T
rial Level in Tanshui and H

sinchu from
 1789 to 1895”, 

The Journal of A
sian Studies, Vol.30, N

o.2, 1971

・Philip C
.C

. H
uang, C

ivil Justice in C
hina: Representation and Practice in the Q

ing
, Stanford U

niversity Press, 1996

・ Sybille van der Sprenkel, Legal Institutions in M
anchu C

hina: A
 Sociological A

nalysis, T
he A

thlone Press, U
niversity of London, 1962

（
一
）
全
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
代
表
的
な
論
考
や
著
作
だ
け
で
も
、
佐
伯
富
「
清
代
の
郷
約
・
地
保
に
つ
い
て
」、
三
木
聰
『
明
清
福
建
農

村
社
会
の
研
究
』、
山
本
進
『
清
代
財
政
史
研
究
』、
戴
炎
輝
『
清
代
台
湾
之
郷
治
』
等
が
あ
る
。

（
二
）「
民
間
処
理
説
」
に
立
脚
し
た
論
考
や
著
作
の
例
と
し
て
は
、
仁
井
田
陞
『
中
国
法
制
史
研
究
―
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
』、A

rthur H
. Sm

ith, 

C
hinese C

haracteristics

や Sybille van der Sprenkel, Legal Institutions in M
anchu C

hina

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
三
）「
民
間
処
理
説
」
を
批
判
し
、
国
家
の
法
廷
に
よ
る
裁
判
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
論
考
と
し
て
、
中
村
茂
夫
「
伝
統
中
国
法
＝
雛
型
説
に
対
す
る
一

試
論
」、D

avid C
. B

 B
uxbaum

, Som
e A

spects of C
ivil Procedure and Practice at the T

rial Level in Tanshui and H
sinchu from

 1789 to 

1895

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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（
四
）
滋
賀
秀
三
『
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
七
八
頁
、
熊
遠
報
『
清
代
徽
州
地
域
社
会
史
研
究
』
二
〇
九
頁
以
下
、
春
楊
『
晩
清
郷
土
社
会
民
事
糾

紛
調
解
制
度
研
究
』
一
六
一
頁
以
下
・
二
七
一
頁
以
下
。
こ
の
他
、Philip C

.C
. H

uang, C
ivil Justice in C

hina

で
は
、
地
方
官
庁
の
下
役
が
紛
争

の
解
決
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
国
家
と
民
間
以
外
に
彼
等
の
活
躍
す
る
「
第
三
領
域
」
が
存
在
し
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
五
）
日
本
に
お
け
る
清
末
・
民
国
期
の
中
国
法
制
に
関
す
る
研
究
は
、
島
田
正
郎
『
清
末
に
お
け
る
近
代
的
法
典
の
編
纂
』
を
嚆
矢
と
し
て
、
近
年
は
西

英
昭
『
近
代
中
華
民
国
法
制
の
構
築
』・
久
保
茉
莉
子
『
中
国
の
近
代
的
刑
事
裁
判
』・
吉
見
崇
『
中
国
司
法
の
政
治
史
』
と
い
っ
た
詳
細
な
考
察
が
発

表
さ
れ
て
い
る
が
、
調
停
や
民
間
の
紛
争
解
決
は
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
海
外
で
は
、
例
え
ば
春
楊
『
晩
清
郷
土
社
会
民
事
糾
紛
調
解

制
度
研
究
』
が
民
間
の
文
書
か
ら
清
代
後
半
期
の
調
停
の
具
体
像
を
論
じ
て
い
る
が
、
清
末
の
近
代
法
導
入
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。

（
六
）
何
勤
華
主
編
『
近
代
中
国
法
』（
下
冊
）
六
三
八
頁
以
下
で
は
、
清
末
の
「
民
事
訴
訟
律
」
に
「
民
事
調
解
」
に
関
す
る
規
定
が
三
箇
条
存
在
し
た

と
の
み
記
述
し
て
い
る
。
一
方
で
髙
見
澤
磨
「
調
停
か
ら
見
る
中
国
近
世
・
近
代
」
二
四
七
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
一
年
一
月
二
七
日
（
宣
統
二

年
一
二
月
二
七
日
）
に
上
奏
さ
れ
た
「
大
清
民
事
訴
訟
律
草
案
」
に
は
、
第
二
八
四
条
か
ら
第
二
八
六
条
に
か
け
て
裁
判
機
関
で
の
和
解
に
つ
い
て
定

め
る
が
、
調
停
手
続
を
定
め
た
専
門
の
法
規
定
は
存
在
せ
ず
、（
商
事
関
連
の
事
案
を
除
き
）
中
華
民
国
期
に
入
っ
て
か
ら
も
調
停
に
関
す
る
法
整
備
は

進
ま
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
一
九
三
〇
年
一
月
二
〇
日
に
公
布
さ
れ
た
（
施
行
は
一
九
三
一
年
一
月
一
日
）「
民
事
調
解
法
」
に
お
い
て
よ
う
や
く
具
体

的
な
調
停
制
度
が
定
め
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
点
は
王
泰
升
「
再
訪
台
湾
的
調
解
制
度
―
以
日
治
時
期
対
伝
統
的
現
代
化
転
訳
為
中
心
」
一
八
頁

で
も
、
一
九
〇
七
年
に
起
草
が
始
ま
り
一
九
一
〇
年
に
完
成
し
た
清
朝
の
民
事
訴
訟
法
で
、
民
事
裁
判
と
調
停
を
明
確
に
区
別
す
る
ド
イ
ツ
法
を
モ
デ

ル
と
し
た
た
め
、
裁
判
所
で
の
調
停
を
規
定
し
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
林
真
貴
子
『
近
代
日
本
に
お
け
る
勧
解
・
調
停
』
第
四
章

「
勧
解
制
度
の
廃
止
」
に
お
い
て
は
、
明
治
期
の
日
本
で
も
、
ド
イ
ツ
に
倣
い
民
事
裁
判
制
度
と
併
せ
て
市
町
村
の
名
望
家
に
よ
る
勧
解
委
員
を
置
き
、

そ
こ
で
の
紛
争
解
決
を
図
る
構
想
が
存
在
し
た
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
結
局
勧
解
員
制
度
は
廃
案
と
な
り
、
勧
解
制
度
が
消
滅
し
て
民
事
訴
訟
制
度
の

み
が
残
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

― 43 ― 

清
代
末
期
の
地
方
に
お
け
る
紛
争
解
決
組
織
―
息
訟
公
所
と
地
方
議
会
の
制
度
を
中
心
と
し
て
―



（
七
）
例
え
ば
、
清
末
を
代
表
す
る
法
律
家
で
あ
る
沈
家
本
の
著
作
に
お
い
て
も
、
調
停
に
関
す
る
言
及
は
管
見
の
限
り
で
確
認
で
き
な
い
。

（
八
）
人
民
調
解
（
人
民
調
停
）
に
つ
い
て
は
、
髙
見
澤
磨
他
『
現
代
中
国
法
入
門
（
第
九
版
）』
三
八
九
頁
以
下
、
髙
見
澤
磨
『
現
代
中
国
の
紛
争
と
法
』

三
六
頁
以
下
、
小
口
彦
太
・
田
中
信
行
『
現
代
中
国
法
（
第
二
版
）』
一
一
三
頁
以
下
、
韓
寧
『
中
国
の
調
停
制
度
』
一
三
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
九
）
例
え
ば
、
中
島
楽
章
『
明
代
郷
村
の
紛
争
と
秩
序
』
で
は
、
明
代
に
お
け
る
在
地
で
の
紛
争
解
決
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
や
時
期
的
差
異
等
が
詳
細

に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（
一
〇

）
川
口
由
彦
編
著
『
調
停
の
近
代
』、
三
阪
佳
弘
編
『「
前
段
の
司
法
」
と
そ
の
担
い
手
を
め
ぐ
る
比
較
法
史
研
究
』、
石
川
一
三
夫
・
矢
野
達
雄
編
著

『
裁
判
と
自
治
の
法
社
会
史
』
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
一
一

）「
息
訟
」
と
は
、「
争
い
や
訴
訟
を
止
め
さ
せ
る
・
収
め
る
」
と
い
う
意
味
。「
公
所
」
と
は
、
官
庁
及
び
同
郷
者
・
同
業
者
（
の
団
体
）
と
い
っ
た

民
間
が
設
置
し
た
事
務
所
を
も
指
す
な
ど
多
義
的
な
語
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
公
共
目
的
の
事
務
を
処
理
す
る
機
関
・
組
織
」
を
指
す
語
と
し
て
用

い
る
。
な
お
、
ほ
ぼ
似
た
語
に
「
公
局
」
が
あ
り
、
山
田
賢
氏
の
清
代
四
川
省
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
、
地
域
社
会
の
秩
序
維
持
・
福
祉
・
教
育
・

付
加
税
徴
収
等
の
諸
事
務
を
、
州
県
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
紳
糧
（
地
域
エ
リ
ー
ト
）
が
執
行
す
る
機
関
と
さ
れ
て
い
る
（
山
田
賢
『
移
住
民
の
秩
序
』
一

八
八
頁
）。

（
一
二

）『
東
方
雑
誌
』
第
三
巻
第
八
期
（
一
九
〇
六
年
九
月
一
三
日
（
光
緒
三
二
年
七
月
二
五
日
））
一
八
四
頁
に
は
、「
銅
山
袁
大
令
国
鈞
近
与
在
籍
紳
士

楊
中
・
翰
允
升
等
商
妥
於
城
中
設
一
息
訟
公
所
。
除
命
盗
案
件
仍
由
県
審
理
外
、
他
若
口
角
・
闘
殴
・
婚
姻
・
財
産
等
事
、
均
由
公
所
理
処
。
所
中
設

総
董
二
員
、
駐
局
董
事
二
員
、
及
司
書
・
司
計
・
分
班
調
査
若
干
員
。
概
由
紳
士
公
挙
、
以
立
地
方
自
治
之
基
。
聞
已
禀
准
江
督
開
辦
矣
」
と
あ
る
。

ま
た
、『
申
報
』
一
九
〇
六
年
五
月
一
〇
日
（
光
緒
三
二
年
四
月
一
七
日
）
に
は
、「
創
設
息
訟
公
所
開
辦
章
程
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、『
銅

山
県
志
（
民
国
）』
一
九
五
頁
に
は
、「
息
訟
局
」
に
つ
い
て
「
在
二
府
街
沈
公
祠
内
。
光
緒
二
十
九
年
、
知
県
袁
国
鈞
設
。
又
於
内
附
設
禁
煙
局
。
皆

以
紳
士
主
之
」
と
あ
る
。
な
お
、
銅
山
県
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、『
申
報
』
一
九
〇
九
年
六
月
五
日
（
宣
統
元
年
四
月
一
八
日
）
の
記
事
に
よ
れ

ば
、
江
蘇
諮
議
局
議
員
選
挙
の
投
票
所
と
し
て
、
同
県
の
属
す
る
徐
州
府
に
あ
っ
た
「
息
訟
所
」
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
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（
一
三

）『
東
方
雑
誌
』
第
三
巻
第
八
期
（
一
九
〇
六
年
九
月
一
三
日
（
光
緒
三
二
年
七
月
二
五
日
））
一
八
四
頁
及
び
『
申
報
』
一
九
〇
六
年
五
月
一
〇
日

（
光
緒
三
二
年
四
月
一
七
日
）
で
は
「
息
訟
公
所
」、『
銅
山
県
志
（
民
国
）』
一
九
五
頁
で
は
「
息
訟
局
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
一
四

）
清
末
の
官
僚
（
一
八
二
〇
年 

〜 

一
八
七
九
年
）。
福
建
省
や
台
湾
を
中
心
に
洋
務
運
動
を
推
進
し
た
。

（
一
五

）
前
掲
『
東
方
雑
誌
』
第
三
巻
第
八
期
（
一
九
〇
六
年
九
月
一
三
日
（
光
緒
三
二
年
七
月
二
五
日
））
に
「
立
地
方
自
治
之
基
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
申

報
』
一
九
〇
六
年
五
月
一
〇
日
（
光
緒
三
二
年
四
月
一
七
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
創
設
息
訟
公
所
開
辦
章
程
」
第
一
節
（
こ
こ
で
の
「
節
」
は
「
条
」

に
相
当
）「
宗
旨
」
に
、「
講
公
理
達
下
情
、
維
持
地
方
公
衆
之
治
安
、
為
将
来
自
治
団
体
之
預
備
」
と
あ
る
。

（
一
六

）『
申
報
』
一
九
〇
六
年
五
月
一
〇
日
（
光
緒
三
二
年
四
月
一
七
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
銅
山
県
知
県
の
禀
文
で
は
「
常
駐
局
董
」、「
創
設
息
訟
公
所
開

辦
章
程
」
で
は
「
常
駐
局
者
」
と
表
記
。

（
一
七

）『
北
洋
公
牘
類
纂
』
巻
二
「
昌
平
州
史
牧
廷
華
禀
設
立
自
治
研
究
会
及
息
訟
公
所
文
並
批
」（『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
八
五
七
冊
一
八
一
頁
）

に
は
、「
卑
州
警
務
、
業
已
劃
分
十
区
、
設
立
局
所
、
選
派
正
副
董
、
経
理
其
事
。
経
卑
職
随
時
督
飭
稽
査
、
日
見
起
色
。
爰
諭
飭
各
該
局
董
於
局
内
各

附
設
息
訟
公
所
一
処
、
遇
有
田
産
・
銭
債
・
婚
喪
細
故
渉
訟
之
案
、
由
卑
職
酌
核
案
情
、
発
交
局
□
﹇
一
文
字
不
明
﹈、
秉
公
理
処
。
並
准
民
間
自
行
轅

近
赴
局
申
理
。
但
厳
定
章
程
、
祗
准
局
董
調
処
和
息
、
不
准
私
立
公
堂
、
擅
用
刑
訊
任
意
強
断
、
以
防
流
弊
。
行
之
数
月
、
民
間
既
免
廃
時
失
業
之
累
」

と
あ
る
。
ま
た
、『
東
方
雑
誌
』
第
四
巻
第
四
期
（
一
九
〇
七
年
六
月
五
日
（
光
緒
三
三
年
四
月
二
五
日
））
一
七
七
頁
に
も
、
ほ
ぼ
同
じ
く
「
昌
平
州

警
務
、
近
経
該
州
史
牧
廷
華
、
将
全
境
画
分
十
区
、
設
立
局
所
、
選
派
正
副
董
、
経
理
其
事
。
又
飭
各
該
局
董
、
於
局
内
各
附
設
息
訟
公
所
一
処
。
遇

有
田
産
・
銭
債
・
婚
喪
細
故
渉
訟
之
案
、
由
州
酌
核
案
情
、
発
交
局
董
、
秉
公
理
処
。
准
民
間
自
行
就
近
赴
局
申
理
。
惟
局
董
祗
准
調
処
和
息
、
不
准

私
立
公
堂
、
擅
用
刑
訊
、
任
意
強
断
、
以
防
流
弊
」
と
あ
る
。

（
一
八

）『
北
洋
公
牘
類
纂
』
巻
二
「
昌
平
州
史
牧
廷
華
禀
設
立
自
治
研
究
会
及
息
訟
公
所
文
並
批
」（『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
八
五
七
冊
一
八
二
頁
）

に
、「
督
憲
袁
批
、
如
禀
立
案
。
仰
布
・
提
・
按
三
司
査
照
、
飭
遵
相
片
存
。
此
繳
」
と
あ
る
。

（
一
九

）『
東
方
雑
誌
』
第
三
巻
第
八
期
（
一
九
〇
六
年
九
月
一
三
日
（
光
緒
三
二
年
七
月
二
五
日
））
四
二
六
頁
に
は
、「
余
干
県
設
立
和
平
会
、
以
息
争
聯
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和
各
安
生
業
為
宗
旨
。
会
所
設
於
瑞
洪
、
由
県
移
請
分
防
県
丞
為
総
議
員
。
另
挙
正
紳
為
協
議
員
、
駐
局
辦
事
。
其
分
董
、
即
由
各
村
中
公
挙
、
有
開

導
愚
民
之
責
。
村
民
如
有
事
故
、
即
告
明
本
村
分
董
、
邀
集
両
造
、
秉
公
調
処
、
不
准
擅
自
争
闘
。
如
遇
事
体マ

マ

重
要
、
分
董
調
処
不
了
、
即
携
同
両
造
、

投
明
総
・
協
議
董
、
秉
公
調
処
。
若
仍
不
能
了
、
再
由
総
議
董
移
県
聴
候
訊
断
」
と
あ
る
。

（
二
〇

）『
東
方
雑
誌
』
第
三
巻
第
八
期
（
一
九
〇
六
年
九
月
一
三
日
（
光
緒
三
二
年
七
月
二
五
日
））
四
二
六
頁
以
下
に
は
、「
龍
南
県
与
粤
省
交
界
之
区
。

類
皆
聚
族
而
居
。
比
閭
相
望
、
毎
因
細
故
致
啓
械
闘
・
焚
殺
・
搶
掠
、
日
甚
一
日
。
茲
経
贛
南
道
江
観
察
毓
昌
会
同
各
郷
紳
耆
、
於
四
処
適
中
之
大
壩

地
方
設
一
公
局
、
名
曰
四
安
総
局
。
合
辦
聯
和
事
情
、
於
四
処
各
設
一
分
局
、
名
曰
四
安
分
局
。
毎
局
公
挙
公
正
紳
士
二
人
駐
局
辦
事
、
並
訂マ

マ

立
章
程

九
条
、
遵
守
辦
理
、
以
便
解
釈
前
嫌
免
貽
後
害
」
と
あ
る
。

（
二
一

）
贛
南
道
は
江
西
省
南
部
を
管
轄
し
た
道
で
、
道
員
は
そ
の
長
官
。

（
二
二

）『
東
方
雑
誌
』
第
四
巻
第
一
期
（
一
九
〇
七
年
三
月
九
日
（
光
緒
三
三
年
一
月
二
五
日
））
三
二
頁
に
は
、「
南
陵
県
開
辦
自
治
会
、
以
息
訟
所
・
墾

務
局
・
樹
芸
・
蠶
桑
各
項
為
首
務
。
該
県
馬
暁
喧
大
令
、
並
捐
助
廉
俸
、
以
充
開
辦
経
費
。
照
会
公
挙
紳
士
辦
理
其
事
、
以
専
責
成
」
と
あ
る
。
ま
た

『
申
報
』
一
九
〇
六
年
一
二
月
一
七
日
（
光
緒
三
二
年
一
一
月
二
日
）
の
記
事
に
も
、「
南
陵
開
辦
自
治
会
、
以
息
訟
所
・
墾
務
局
・
樹
芸
・
蠶
桑
各
項

為
首
務
。
馬
大
令
捐
廉
若
干
、
為
開
辦
経
費
。
並
照
会
某
紳
士
等
辦
理
、
以
専
責
成
」
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

（
二
三

）『
申
報
』
一
九
〇
九
年
七
月
二
九
日
（
宣
統
元
年
六
月
一
三
日
）
に
よ
れ
ば
、「
江
華
県
某
大
令
、
現
就
県
城
創
設
息
訟
所
、
遴
派
正
紳
、
充
当
総

理
・
坐
理
。
遇
有
城
郷
投
所
伸
訴
、
或
由
県
批
飭
調
処
之
件
、
即
由
該
所
剴
切
開
導
持
平
理
処
。
已
経
擬
定
章
程
、
詳
禀
省
台
察
核
。
当
奉
批
云
、
所

請
係
為
杜
絶
訟
萌
起
見
、
命
意
未
嘗
不
善
。
但
以
地
方
之
人
、
理
地
方
之
事
、
流
弊
不
可
不
防
。
仰
按
察
司
転
飭
、
随
時
査
察
。
如
該
経
理
有
偏
循
賄

索
各
情
弊
、
立
即
撤
換
、
另
選
接
充
総
、
期
訟
息
民
安
、
無
負
立
所
之
本
意
」
と
あ
る
。

（
二
四

）『
北
洋
官
報
』
第
二
八
一
二
冊
（
一
九
一
一
年
六
月
一
六
日
（
宣
統
三
年
五
月
二
〇
日
））
に
は
、「
知
県
為
体
恤
民
情
起
見
、
擬
設
息
訟
所
一
処
、

取
古
代
有
事
則
評
於
里
長
之
意
。
選
派
素
有
声
望
之
公
正
紳
士
為
所
長
・
所
員
。
凡
非
命
盗
案
件
、
著
訴
訟
之
人
、
先
赴
該
所
投
逓
説
帖
、
説
明
事
之

原
因
。
由
該
所
員
知
会
両
造
、
到
所
秉
公
評
論
是
非
、
調
処
息
事
、
免
受
訟
累
。
如
有
調
処
未
能
息
結
者
、
准
再
赴
県
呈
控
、
由
県
判
決
。
因
租
賃
県
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署
西
街
民
房
一
所
、
作
為
息
訟
所
辦
公
之
処
。
擬
定
試
辦
規
則
二
十
三
条
、
已
於
四
月
初
一
日
開
辦
。
派
張
紳
振
清
為
所
長
、
毎
月
給
車
馬
・
伙
食
費

銭
十
二
吊
、
王
紳
廷
槐
・
張
紳
夢
清
・
梅
紳
玉
藻
・
杜
紳
樾
、
為
所
員
、
毎
月
各
給
銭
八
吊
。
另
派
書
記
生
二
名
、
専
司
繕
写
文
牘
、
並
代
書
説
帖
、

毎
月
各
薪
費
銭
六
吊
。
夫
役
二
名
、
以
資
差
遣
毎
月
各
工
食
銭
四
吊
、
其
知
会
原
・
被
・
人
証
、
暫
由
警
務
長
公
所
馬
巡
兼
司
其
事
」
と
あ
る
。
ま
た
、

同
第
二
八
一
三
冊
（
一
九
一
一
年
六
月
一
七
日
（
宣
統
三
年
五
月
二
一
日
））
及
び
第
二
八
二
〇
冊
（
一
九
一
一
年
六
月
二
四
日
（
宣
統
三
年
五
月
二
八

日
））
に
は
、
前
後
編
の
形
で
「
直
隷
元
氏
県
擬
訂マ

マ

息
訟
所
規
則
」
全
二
三
条
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
二
五

）『
北
洋
官
報
』
第
二
八
〇
〇
冊
（
一
九
一
一
年
六
月
四
日
（
宣
統
三
年
五
月
八
日
））
に
、「
江
蘇
鎮
江
府
承
瑞
卿
太
守
及
丹
徒
県
文
大
令
、
日
前
会

同
紳
董
商
酌
、
以
現
在
審
判
庁
将
次
開
辦
、
擬
先
設
一
息
訟
公
所
、
推
挙
公
正
紳
士
、
主
持
其
民
間
如
有
田
産
・
銭
債
細
故
、
先
赴
該
公
所
呈
明
。
即

由
該
公
所
調
停
寝
事
。
如
実
不
能
了
結
、
始
送
帰
審
判
訊
断
、
以
息
争
端
而
免
施
累
。
各
紳
董
皆
願
賛
成
、
刻
已
妥
擬
章
程
、
一
俟
組
織
、
就
緒
即
行

開
辦
」
と
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
、『
申
報
』
一
九
〇
六
年
七
月
四
日
（
光
緒
三
二
年
五
月
一
三
日
）
の
記
事
に
は
、「
丹
徒
県
郭
子
華
・
明
府
前
与
在
籍

諸
紳
士
再
四
籌
商
、
擬
於
城
中
設
一
息
訟
公
所
。
除
命
盗
重
大
事
件
仍
由
県
審
理
外
、
他
若
口
角
・
闘
殴
・
婚
姻
・
財
産
等
案
、
概
由
公
所
理
処
。
公

同
擬
具
章
程
開
辦
。
即
以
夏
紳
為
総
董
、
何
紳
為
駐
局
董
事
。
其
余
、
司
書
・
司
計
以
及
分
班
調
査
各
員
、
概
由
該
紳
等
公
同
挙
派
。
現
已
擬
定
章
程

通
禀
各
憲
核
示
矣
」、
同
紙
一
九
〇
八
年
二
月
一
一
日
（
光
緒
三
四
年
一
月
一
〇
日
）
の
記
事
に
は
、「
丹
徒
県
王
偉
臣
・
明
府
具
禀
省
憲
擬
開
辦
息
訟

公
所
、
遴
選
公
正
紳
董
二
十
五
人
、
輪
班
駐
所
、
遇
有
民
間
争
訟
情
事
、
即
出
為
解
勧
、
俾
郷
愚
不
致
因
訟
受
累
。
庶
可
立
地
方
自
治
之
基
。
業
奉
上

憲
批
准
、
飭
該
県
令
慎
選
紳
董
、
随
時
詳
察
秉
公
核
辦
」、
同
紙
一
九
一
〇
年
五
月
二
五
日
（
宣
統
二
年
四
月
一
七
日
）
の
記
事
に
「
丹
徒
県
倪
和
甫
大

令
、
現
擬
就
本
城
創
設
息
訟
公
所
、
遴
派
正
紳
、
充
当
総
理
・
坐
辦
、
遇
有
城
郷
投
所
伸
訴
、
或
由
県
批
飭
調
処
之
件
、
即
由
該
公
所
剴
切
開
導
持
平

理
処
、
以
杜
訟
萌
而
息
争
端
。
已
会
同
紳
士
、
妥
定
章
程
、
不
日
即
詳
禀
上
憲
核
示
遵
辦
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
報
道
か
ら
、
地
元
の
紳
士
層
が
数
年

が
か
り
で
地
方
官
に
「
息
訟
公
所
」
の
開
設
を
訴
え
、
よ
う
や
く
許
可
が
下
り
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
二
六

）『
申
報
』
一
九
一
〇
年
一
〇
月
一
八
日
（
宣
統
二
年
九
月
一
六
日
）。

（
二
七

）『
申
報
』
一
九
〇
九
年
三
月
五
日
（
宣
統
元
年
二
月
一
四
日
）。『
東
方
雑
誌
』
第
五
巻
第
三
期
（
一
九
〇
八
年
四
月
二
五
日
（
光
緒
三
四
年
三
月
二
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五
日
））
に
も
、
代
理
五
河
県
典
史
が
「
息
訟
公
所
」
を
設
置
し
、
安
徽
巡
撫
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
二
八

）『
河
南
白
話
科
学
報
』
一
九
〇
九
年
六
月
一
七
日
（
宣
統
元
年
四
月
三
〇
日
）。

（
二
九

）
こ
の
他
、
イ
ン
ク
の
滲
み
に
よ
り
地
名
を
判
読
し
づ
ら
い
が
、
灤
州
（
直
隷
省
永
平
府
）
と
考
え
ら
れ
る
州
で
「
息
訟
所
」
の
章
程
案
が
現
地
自
治

会
に
よ
り
起
草
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
報
道
が
確
認
で
き
る
『
大
公
報
（
天
津
）』
一
九
一
〇
年
一
一
月
四
日
（
宣
統
二
年
一
〇
月
三
日
）。

（
三
〇

）
黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明
治
日
本
』
二
八
四
頁
以
下
。

（
三
一

）
例
え
ば
、
清
代
後
半
期
の
四
川
省
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
層
を
主
体
と
し
た
「
公
局
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
山
田
賢
『
移
住
民
の

秩
序
』
一
八
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
三
二

）
行
政
と
調
停
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
林
真
貴
子
『
近
代
日
本
に
お
け
る
勧
解
・
調
停
』
第
七
章
「
借
地
借
家
調
停
制
度
成
立
に
至
る
経
緯
」
に

お
い
て
、
戦
前
期
日
本
及
び
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
を
交
え
た
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
三
三

）『
申
報
』
一
九
〇
六
年
五
月
一
七
日
（
光
緒
三
二
年
四
月
二
四
日
）
に
は
、「
現
経
江
督
周
玉
帥
以
査
核
此
項
公
所
章
程
、
甚
為
妥
協
。
自
応
飭
令

皖
・
贛
・
蘇
三
省
各
州
庁
県
、
仿
照
辦
理
」
と
あ
る
。

（
三
四

）『
北
洋
公
牘
類
纂
』
巻
二
「
昌
平
州
史
牧
廷
華
禀
設
立
自
治
研
究
会
及
息
訟
公
所
文
並
批
」（『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
八
五
七
冊
一
八
一
頁

以
下
）。

（
三
五

）『
申
報
』
一
九
〇
七
年
二
月
一
六
日
（
光
緒
三
三
年
一
月
四
日
）。

（
三
六

）
丹
徒
県
に
つ
い
て
は
上
述
の
通
り
。
江
蘇
省
揚
州
府
に
つ
い
て
は
、『
申
報
』
一
九
〇
七
年
九
月
一
〇
日
（
光
緒
三
三
年
八
月
三
日
）
の
記
事
に
、

「
揚
府
近
奉
蘇
撫
陳
中
丞
札
、
…
…
知
県
陳
維
藻
禀
呈
、
所
擬
紳
董
解
訟
章
程
、
核
与
銅
山
県
袁
令
禀
設
息
訟
公
所
辦
法
、
大
致
相
同
。
自
応
抄
章
通

飭
、
各
就
地
方
情
形
妥
籌
辦
理
。
等
因
。
太
守
当
速
転
飭
江
甘
両
県
、
照
会
城
郷
紳
董
妥
議
核
辦
」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
新
聞
や
雑
誌

の
他
、
清
末
・
民
国
期
に
出
版
さ
れ
た
各
地
域
の
地
方
志
で
も
、
息
訟
公
所
に
つ
い
て
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
三
七

）『
東
方
雑
誌
』
第
三
巻
第
一
一
期
（
一
九
〇
七
年
一
一
月
三
〇
日
（
光
緒
三
三
年
一
〇
月
二
五
日
））
二
三
八
頁
以
下
に
は
、「
蘇
臬
司
朱
廉
訪
通
飭
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各
属
仿
照
銅
山
県
辦
法
、
設
立
息
訟
公
所
、
嗣
後
地
方
凡
有
興
訟
事
件
、
先
投
息マ

マ
訟
所
、
由
紳
董
秉
公
理
結
。
如
原
・
被
告
有
一
面
強
悍
不
服
、
再
行

送
県
訊
辦
云
」
と
あ
り
、
江
蘇
按
察
使
が
銅
山
県
に
倣
い
紳
董
で
構
成
さ
れ
る
息
訟
公
所
を
設
け
、
地
方
の
案
件
は
県
で
な
く
先
に
こ
こ
で
処
理
す
る

よ
う
省
内
へ
通
達
し
た
と
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
申
報
』
一
九
〇
六
年
五
月
一
七
日
（
光
緒
三
二
年
四
月
二
四
日
）
で
総
督
が
銅
山
県
の
取
り

組
み
を
評
価
し
、
管
轄
す
る
安
徽
・
江
西
・
江
蘇
の
各
省
に
銅
山
県
に
倣
う
よ
う
通
達
を
下
し
た
と
報
道
さ
れ
て
か
ら
一
年
半
以
上
が
経
過
し
て
い
る
。

こ
の
間
の
江
蘇
省
上
層
部
の
動
向
は
不
明
だ
が
、
息
訟
公
所
を
広
げ
る
取
り
組
み
が
難
航
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
三
八

）『
申
報
』
一
九
〇
九
年
七
月
二
九
日
（
宣
統
元
年
六
月
一
三
日
）。
こ
の
他
、
同
紙
一
九
〇
六
年
五
月
二
二
日
（
光
緒
三
二
年
四
月
二
九
日
）
に
は
、

「
諭
地
方
設
立
息
訟
公
所
事
」
と
し
て
、
銅
山
県
の
取
り
組
み
を
評
価
し
た
上
で
、
紳
士
の
中
に
は
官
の
威
勢
を
笠
に
着
た
者
が
お
り
、
賄
賂
が
公
然
と

行
わ
れ
、
是
非
が
ひ
っ
く
り
返
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
懸
念
の
論
調
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
三
九

）『
申
報
』
一
九
〇
八
年
六
月
一
六
日
（
光
緒
三
四
年
五
月
一
八
日
）。

（
四
〇

）「
自
治
公
所
」
と
は
、
地
方
自
治
の
準
備
及
び
地
方
自
治
の
運
営
を
担
う
組
織
の
こ
と
（
田
中
比
呂
志
『
近
代
中
国
の
政
治
統
合
と
地
域
社
会
』
八

六
頁
以
下
）。

（
四
一

）『
申
報
』
一
九
〇
九
年
一
一
月
一
七
日
（
宣
統
元
年
一
〇
月
五
日
）。
掲
載
さ
れ
た
江
蘇
諮
議
局
の
報
告
書
は
同
年
一
一
月
一
一
日
（
宣
統
元
年
九
月

二
九
日
）
の
も
の
。

（
四
二

）
諮
議
局
を
始
め
と
し
た
清
末
民
国
初
期
の
地
方
制
度
と
地
域
エ
リ
ー
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
田
中
比
呂
志
『
近
代
中
国
の
政
治
統
合
と
地
域
社

会
』
が
詳
し
い
。

（
四
三

）『
北
洋
官
報
』
二
八
三
三
冊
（
一
九
一
一
年
七
月
七
日
（
宣
統
三
年
六
月
一
二
日
））。

（
四
四

）『
北
洋
官
報
』
二
八
一
三
冊
（
一
九
一
一
年
六
月
一
七
日
（
宣
統
三
年
五
月
二
一
日
））
掲
載
の
「
直
隷
元
氏
県
擬
訂マ

マ

息
訟
所
規
則
」
前
半
箇
所
に

は
、「
所
長
・
所
員
概
係
名
誉
職
、
不
支
薪
水
。
所
長
毎
月
暫
給
膳
費
大
銭
十
二
吊
。
所
員
各
給
膳
費
大
銭
八
吊
。
…
…
書
記
生
各
給
薪
水
大
銭
六
吊
。

夫
役
各
給
工
食
大
銭
四
吊
」、「
本
所
一
切
経
費
、
均
核
実
開
支
。
毎
月
将
収
支
数
目
開
具
清
単
、
呈
送
県
署
存
案
。
並
榜
示
一
次
、
以
昭
大
信
」
と
あ
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る
。

（
四
五

）
近
代
化
改
革
に
伴
う
税
負
担
増
加
等
の
要
因
に
よ
り
、
一
九
一
一
年
に
川
沙
庁
（
江
蘇
省
松
江
府
に
属
し
た
行
政
区
。
現
在
は
上
海
市
の
一
部
）
で

発
生
し
た
民
衆
の
反
発
に
つ
い
て
は
、
黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明
治
日
本
』
第
九
章
「
清
末
地
方
自
治
制
度
の
導
入
と
地
域
社
会
―
川
沙

事
件
を
中
心
に
」
を
参
照
。

（
四
六

）
楽
亭
県
が
設
置
を
試
み
た
息
訟
所
に
つ
い
て
は
、『
北
洋
官
報
』
第
二
七
三
五
冊
（
一
九
一
一
年
三
月
三
一
日
（
宣
統
三
年
三
月
二
日
））
に
設
置

の
許
可
を
求
め
る
知
県
の
禀
文
及
び
そ
れ
に
対
し
て
布
提
両
司
に
検
討
さ
せ
る
と
の
直
隷
総
督
陳
夔
龍
の
批
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
第
二
七

三
六
冊
（
一
九
一
一
年
四
月
一
日
（
宣
統
三
年
三
月
三
日
））
に
は
、
そ
の
設
置
・
運
営
の
規
則
で
あ
る
「
直
隷
楽
亭
県
自
治
預
備
会
擬
訂マ

マ

息
訟
所
簡

章
」
全
二
五
条
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
正
確
な
地
名
は
判
読
し
づ
ら
い
が
、
灤
州
が
設
置
を
試
み
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
「
息
訟
所
」
の
章
程

が
『
大
公
報
（
天
津
）』
一
九
一
〇
年
一
一
月
四
日
（
宣
統
二
年
一
〇
月
三
日
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
四
七

）『
北
洋
官
報
』
二
八
三
三
冊
（
一
九
一
一
年
七
月
七
日
（
宣
統
三
年
六
月
一
二
日
））。

（
四
八

）
同
上
。「
督
憲
陳
批
、
拠
詳
已
悉
。
繳
」
と
あ
る
。

（
四
九

）
土
居
智
典
「
光
緒
新
政
時
期
の
清
朝
中
央
に
よ
る
地
方
統
治
と
省
財
政
機
関
の
再
編
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
三
五
頁
。

（
五
〇

）
天
津
の
議
会
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て
は
、
貴
志
俊
彦
「「
北
洋
新
政
」
体
制
下
に
お
け
る
地
方
自
治
制
の
形
成
」
一
五
四
頁
以
下
に
も
言
及

が
あ
る
。
貴
志
氏
は
『
大
公
報
（
天
津
）』
に
掲
載
さ
れ
た
天
津
県
董
事
会
よ
り
参
事
会
へ
と
引
き
渡
さ
れ
た
書
類
の
目
録
か
ら
、
市
街
地
で
の
土
地
や

家
屋
に
関
す
る
住
民
間
の
紛
争
の
処
理
が
、
天
津
県
議
会
の
議
事
会
で
多
く
審
議
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

（
五
一

）
清
末
時
期
の
天
津
に
お
け
る
政
治
や
社
会
状
況
に
関
し
て
は
、
吉
澤
誠
一
郎
『
天
津
の
近
代
』
や
羅
澍
偉
主
編
『
近
代
天
津
城
市
史
』
を
参
照
。

（
五
二

）
自
治
局
構
成
員
は
、
挙
人
資
格
を
有
し
た
り
日
本
等
へ
留
学
経
験
の
あ
る
人
物
が
比
較
的
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
貴
志
俊
彦
「「
北
洋
新
政
」
体
制

下
に
お
け
る
地
方
自
治
制
の
形
成
」
一
四
六
頁
、
黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明
治
日
本
』
二
二
〇
頁
）。

（
五
三

）『
北
洋
公
牘
類
纂
』
巻
一
「
試
辦
天
津
県
地
方
自
治
公
決
草
案
」（『
近
代
中
国
史
料
叢
刊
三
編
』
第
八
五
七
冊
八
九
頁
以
下
）。『
大
公
報
（
天
津
）』
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一
九
〇
七
年
三
月
三
〇
日
（
光
緒
三
三
年
二
月
一
七
日
）・
一
九
〇
七
年
三
月
三
一
日
（
光
緒
三
三
年
二
月
一
八
日
）・
一
九
〇
七
年
四
月
二
日
（
光
緒

三
三
年
二
月
二
〇
日
）・
一
九
〇
七
年
四
月
五
日
（
光
緒
三
三
年
二
月
二
三
日
）
各
記
事
。

（
五
四

）
黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明
治
日
本
』
二
二
五
頁
本
文
・
二
四
八
頁
注
（
二
五
）。

（
五
五

）
黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明
治
日
本
』
二
二
五
頁
本
文
・
二
四
八
頁
注
（
二
六
）。
但
し
黄
氏
は
袁
世
凱
が
批
准
し
て
公
布
さ
れ
た
法
令

を
「
直
隷
天
津
県
地
方
自
治
章
程
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
上
述
の
同
書
二
四
八
頁
注
（
二
六
）
で
引
用
さ
れ
て
い
る
原
載
史
料
の
『
東
方
雑
誌
』
第
四

巻
第
五
期
（
一
九
〇
七
年
七
月
五
日
（
光
緒
三
三
年
五
月
二
五
日
））
二
〇
八
頁
に
は
「
直
隷
天
津
県
地
方
自
治
公
決
草
案
」
と
あ
る
。

（
五
六

）
黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明
治
日
本
』
二
三
五
頁
。

（
五
七

）『
東
方
雑
誌
』
第
四
巻
第
五
期
（
一
九
〇
七
年
七
月
五
日
（
光
緒
三
三
年
五
月
二
五
日
））
二
一
三
頁
。『
北
洋
公
牘
類
纂
』
巻
一
「
試
辦
天
津
県
地

方
自
治
公
決
草
案
一
百
一
十
一
条
（
督
憲
袁
批
附
）」（『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
八
五
七
冊
八
八
頁
）
に
も
同
一
の
文
言
を
載
せ
る
。

（
五
八

）
な
お
、「
条
例
」
第
二
五
・
二
六
条
に
お
け
る
「
民
事
上
之
争
議
」
及
び
「
条
例
」
第
二
七
・
三
〇
・
三
一
・
三
六
条
の
「
民
事
争
議
」
が
指
す
内

容
の
具
体
的
な
定
義
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
民
事
」・「
刑
事
」
の
区
分
は
こ
の
当
時
既
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
民
事
上
之
争
議
」
は
、

概
ね
近
代
法
で
の
「
民
事
事
件
」
と
同
一
あ
る
い
は
近
似
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
五
九

）『
北
洋
公
牘
類
纂
』
巻
一
「
天
津
県
議
事
会
遵
照
自
治
章
程
議
定
各
項
条
例
」（『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
八
五
七
冊
一
二
二
〜
一
二
三
頁
）。

（
六
〇

）
寺
田
浩
明
『
中
国
法
制
史
』
一
三
六
頁
以
下
・
一
七
三
頁
。

（
六
一

）
正
式
名
称
は
、「
上
海
城
廂
内
外
工
程
局
」。
江
蘇
省
・
上
海
道
・
上
海
県
の
下
で
設
置
さ
れ
た
自
治
団
体
。
議
会
・
参
事
会
等
の
組
織
か
ら
成
る
。

一
九
〇
五
年
設
置
。
後
の
一
九
〇
九
年
に
「
上
海
城
廂
内
外
自
治
公
所
」、
一
九
一
一
年
に
「
上
海
市
市
政
庁
」
と
改
称
。
日
本
語
の
論
考
と
し
て
は
、

孫
安
石
「「
上
海
城
廂
内
外
総
工
程
局
」
か
ら
「
上
海
城
廂
内
外
自
治
公
所
」
へ
」
が
あ
る
。

（
六
二

）
こ
こ
で
の
「
節
」
は
、
現
代
日
本
法
で
の
「
条
」
に
相
当
す
る
。　

（
六
三

）『
東
方
雑
誌
』
第
三
巻
第
一
二
期
（
一
九
〇
七
年
一
月
九
日
（
光
緒
三
二
年
一
一
月
二
五
日
））
二
五
七
頁
。
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（
六
四

）
同
上
二
六
〇
頁
。

（
六
五

）『
北
洋
公
牘
類
纂
』
巻
二
「
景
州
地
方
公
議
局
試
辦
簡
章
」（『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
八
五
七
冊
一
八
〇
頁
）。
こ
の
他
、
同
じ
く
光
緒
末
年

頃
と
考
え
ら
れ
る
直
隷
省
趙
州
直
隷
州
の
「
趙
州
地
方
公
議
局
試
辦
章
程
」
で
も
、「
本
局
専
為
会
議
地
方
公
事
而
設
。
至
於
詞
訟
案
件
以
及
個
人
私
事

等
、
一
概
不
准
」（『
北
洋
公
牘
類
纂
』
巻
二
「
署
趙
州
直
隷
州
厳
牧
以
盛
禀
督
憲
設
地
方
公
議
局
文
」（『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
八
五
七
冊
一

六
九
頁
））
と
あ
り
、
景
州
の
章
程
と
同
じ
規
定
が
存
在
す
る
。

（
六
六

）
黄
東
蘭
「
清
末
期
中
国
に
お
け
る
地
方
自
治
制
度
の
導
入
と
日
本
」
二
六
四
頁
以
下
。

（
六
七

）
府
庁
州
県
衙
門
の
所
在
地
を
「
城
」、
人
口
五
万
人
以
上
の
地
区
を
「
鎮
」、
五
万
人
未
満
の
地
区
を
「
郷
」
と
し
た
（
董
修
甲
『
中
国
地
方
自
治
問

題
』
五
四
頁
）。

（
六
八

）
徐
秀
麗
編
『
中
国
近
代
郷
村
自
治
法
規
選
編
』
三
頁
。
但
し
、
本
書
に
は
日
付
に
「
頒
布
」
と
あ
る
が
、
発
布
日
で
は
な
く
憲
政
編
査
館
か
ら
の
上

奏
日
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
六
九

）
同
上
二
九
頁
。
本
書
で
は
日
付
に
「
頒
布
」
と
あ
る
が
、
単
純
な
発
布
日
で
は
な
く
、
憲
政
編
査
館
か
ら
の
上
奏
が
即
日
裁
可
・
発
布
さ
れ
た
日
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
七
〇

）
こ
こ
で
の
「
項
」
は
、
現
代
日
本
法
で
の
「
号
」
に
相
当
す
る
。

（
七
一

）
徐
秀
麗
編
『
中
国
近
代
郷
村
自
治
法
規
選
編
』
九
頁
。

（
七
二

）
同
上
三
五
頁
。

（
七
三

）『
江
蘇
自
治
公
報
類
編
』・
自
治
疑
義
要
電
・「
憲
政
編
査
館
覆
直
督
電
」（『
中
国
近
代
資
料
叢
刊
三
編
』
第
五
二
一
冊
五
五
頁
）。

（
七
四

）
同
上
。

（
七
五

）
な
お
、『
申
報
』
一
九
〇
七
年
三
月
八
日
（
光
緒
三
三
年
一
月
二
四
日
）
に
は
、
北
京
か
ら
の
情
報
と
し
て
「
日
昨
政
府
会
議
擬
通
飭
各
省
督
撫
令

各
州
県
設
立
地
方
息
訟
所
」
と
あ
り
、
中
央
政
府
が
各
省
の
督
撫
に
対
し
、
州
県
で
「
地
方
息
訟
所
」
を
設
置
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ

― 52 ― 

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
八
十
五
册



て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
後
の
具
体
的
な
進
展
を
示
す
史
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。

（
七
六

）
中
華
民
国
期
の
政
治
・
経
済
学
者
、
政
治
家
（
一
八
九
一
年
〜
？
）。
米
国
の
ミ
シ
ガ
ン
大
学
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
へ
留
学
し
て
学
位
を
取
得

し
た
後
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
南
洋
鉄
道
礦
山
専
門
学
校
・
北
京
法
律
大
学
・
北
京
師
範
大
学
・
上
海
国
民
大
学
等
で
教
授
を
務
め
た
。
一
九
三
〇
年

代
に
か
け
て
、
併
せ
て
上
海
市
政
府
顧
問
、
漢
口
市
政
府
工
務
局
長
・
公
用
局
長
・
市
政
府
委
員
、
江
蘇
省
政
府
委
員
、
建
設
庁
長
等
の
地
方
政
府
幹

部
職
を
歴
任
。
後
に
国
民
政
府
の
立
法
院
・
行
政
院
・
経
済
部
で
も
勤
務
し
、
一
九
四
〇
年
代
に
は
汪
兆
銘
政
権
で
江
蘇
省
政
府
・
安
徽
省
政
府
・
財

政
部
の
職
に
就
い
た
（
徐
友
春
主
編
『
民
国
人
物
大
辞
典
』
一
二
七
三
頁
）。

（
七
七

）
董
修
甲
『
中
国
地
方
自
治
問
題
』
五
五
頁
。
該
当
箇
所
に
は
「
牠
﹇
城
鎮
郷
議
事
会
﹈
的
職
権
是　

一
、
議
決
本
城
鎮
郷
自
治
範
囲
内
応
行
興
革
整

理
事
宜　

二
、
訂
定
自
治
規
約　

三
、
籌
集
経
費
、
審
定
歳
出
入
預
算　

四
、
解
決
争
議
調
解
糾
紛　

五
、
選
挙
郷
董
郷
佐　

六
、
監
察
董
事
会
並
随

時
応
地
方
官
之
諮
詢
陳
述
意
見
」
と
あ
る
。

（
七
八

）
董
修
甲
『
中
国
地
方
自
治
問
題
』
五
八
〜
五
九
頁
。
該
当
箇
所
に
は
「
牠
﹇
府
庁
州
県
参
事
会
﹈
的
職
権
是　

一
、
覆
核
議
事
会
決
議
並
議
決
其
執

行
方
法
及
程
序　

二
、
議
決
関
於
議
事
会
委
託
代
議
之
事
件　

三
、
議
決
府
庁
州
県
長
官
交
会
代
議
事
会
議
決
之
事
件
及
審
査
其
提
交
議
事
会
之
提
案

　

四
、
公
断
争
執
、
調
解
糾
紛　

五
、
其
他
依
拠
法
令
属
参
事
会
権
限
内
之
事
件
」
と
あ
る
。

（
七
九

）
も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
の
内
容
も
董
修
甲
と
い
う
一
学
者
が
自
身
の
著
作
で
言
及
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
な
お
か
つ
こ
の
点
に
関
し
て
具
体
的
に
言
及

し
た
他
の
文
献
も
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
の
言
及
の
信
憑
性
に
は
注
意
を
要
す
る
。

（
八
〇

）
董
修
甲
『
中
国
地
方
自
治
問
題
』
一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
。

（
八
一

）
寺
田
浩
明
『
中
国
法
制
史
』
一
三
六
頁
以
下
・
一
七
三
頁
。

（
八
二

）
例
え
ば
、
林
真
貴
子
『
近
代
日
本
に
お
け
る
勧
解
・
調
停
』
第
八
章
「
一
九
三
〇
年
代
の
金
銭
債
務
臨
時
調
停
制
度
の
特
徴
」
で
は
、
農
村
に
お
け

る
負
債
整
理
に
お
い
て
、
裁
判
所
で
の
調
停
に
先
立
ち
、
住
民
や
行
政
に
よ
る
協
議
・
調
停
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

（
八
三

）『
武
漢
市
志
（
政
法
志
）』
三
八
九
頁
、『
湖
北
省
志
（
司
法
）』
二
三
頁
で
は
、
一
九
一
〇
年
に
省
議
会
に
当
た
る
湖
北
諮
議
局
の
下
に
「
自
治
会
息
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訟
所
」
が
設
け
ら
れ
、『
湖
南
省
志
（
政
法
志
・
司
法
行
政
）』
二
三
一
頁
で
も
、
同
年
湖
南
諮
議
局
の
下
に
同
一
名
称
の
組
織
が
設
置
さ
れ
た
と
す
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
、日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
（「
民
間
諸
主
体
に
よ
る
紛
争
解
決
の
展
開
―
清
〜
中
華
民
国
期
を
中
心
に
―
」

課
題
番
号
：22J01478

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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　　本文從制度角度出發，考察了清朝末年中國存在的被稱為 “息訟公所 ” 的地

方糾紛解決組織 ,以及作為光緒維新改革的一部分而設立的地方議會的糾紛解決

職能。

　　在清代引入近代法律制度之前 ,地方糾紛多由紳士和其他當地居民組成的 

“ 約 ”、“ 保甲 ” 等地方組織來解決。而當時國家的 “ 審判 ” 也具有今日所言

“調解 ” 的特徵。

　　然而 ,隨著清末光緒維新時期審判制度的近代化 , 有關通常的 “ 訴訟 ” 程序

的成文法律得以發展 ,但有關 “ 調解 ” 程序的成文法律 ,直到民國時期為止仍未

出現。正因如此 ,清末的制度 “調解 ” 制度仍有諸多不明之處。

　　關於 , 向來所知甚少的晚清時期調解制度 ,本文首先對專門調解組織 “ 息訟

公所 ” 制度進行分析。通過分析可知，“ 息訟公所 ” 以紳士 為調解運作

主體 ,調解的對象是 “ 婚田土細案 ”。

　　接下來 , 近代化改革先進地區的天津 ,考察了這些地區地方議會的

調解功能。這些地區的地方議會調解制度，擁有對糾紛進行調査或介入法院案件

的權限。可見在這些地區的糾紛解決上 , 議會承擔著一定的制度作用。

　　因此 ,清末雖然尚無國家有關調解的法律 ,但以地方性法規為根據 , 制度上

可以由如 “息訟公所 ”、地方議會等這些由紳士參與的地方組織承擔調解功能。

木下　慎梧

清末糾紛解決組織制度―以息訟公所 地方議會為中心
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